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平成24年5月18日に開催された政府の「電力需給に関する検討会合」

(座長:藤村内閣官房長官)及び「エネルギー・環境会議」(議長:古川国

家戦略担当大臣)の合同会合において、節電数値目標を含む今夏の電力需給

対策が別添(資料3)のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

貴団体におかれましては、貴団体会員企業等に対し、今夏の電力需給対策の

内容、特に夏季の節電メニュー(事業者向け、家庭向け)を参考とした節電

への取組や、自家発雷設備導入等の節電・省エネ関連補助金に関する情報に

ついて周知いただくとともに、それぞれの業界・企業において引き続き節電

に御協力いただきますよう、お願い申し上げます。

今夏の電力需給対策及び節電ヘの取組について
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今夏の電力需給対策について(概要資料)

「今夏の電力需給対策について」のポイント

今夏の電力需給対策について

使用最大電力の抑制について

東京・東北電力管内における電気事業法第27条の適用に当

ての制限緩和措置の考え方(平成23年夏季)

セーフティーネットとしての計画停電

新たなピークカット対策のためのアクション・プラン
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今夏の電力需給対策について

平成24年5月18日

電力需給に関する検討会合/エネルギー・環境会議事務局

巨亙1



(参考)2011年夏の需給ギャップ
(節電目標判断時)

今夏の需給ギャップの見込み

※予備率3%加味

2012年需給検証委員会今夏需給ギャップ見込み
(2010年猛暑の需要実績から、経済影響、定着節電分を加味した需要想定に基づく需給ギャップ)

※随時調整契約込
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実績

大口

小口

家庭

東京

'27%

19%

東北

'18%

'17%

'18%

2010年

最大需要
との比較

閏西

'10%

中西
日本

^

..1^

東日本

昨夏の東京電力で想定された以上の電力不足のおそれ

・2念

1

・5.8

道1州九国全

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

3

.
盟
霊
ー
レ
謁

一一
1

田
麿
屠
畠
圏
"
し
畠
昌
.
燮

器
厘
一
一
一
一
一
一

「限
%

制
1

用
'

ー
ー
ー

冒
易

ー
ー
ー

%

岡

8
6
4
2
0
2

4
6

8
0

一
.
ー

2
 
4
 
6
 
8

ー
ー
ー
ー

一
.
.
一
一



給予備率

【需給検証委報告】

カッコ:予備率3%を含む数値

【2010年需要実績ι口

カッコ:予備率3%を含む数値
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1 今夏の電力需給見通し

》 今夏の需給見通しについて、「需給検証委員会」による検証の結果、以下を確認。

①関西電力管内で、昨年の東京電力管内で想定されたピーク電力不足よりも厳

しい状況になる恐れがあること

②九州電力、北海道電力及び四国電力管内でも電力需給のひっ迫が見込まれる

とともに、全ての地域で、火力発電所の活用が増える結果、国富の流出が生

じており、このまま放置すれぱ本年秋以降、電気料金上昇のりスクも高まる

こと

今夏の電力需給対策

「今夏の電力需給対策について』のポイント

2.

2-1.基本的考え方

供給面の対応

現段階で確実と見られる供給力を基本とし、今後確実に見込めるようになった供

給力は、その時点で上方修正する。

》約2週間前(可能な範囲)、1週間前、前日のΞ段階で融通可能量を明確化する等、

日々の運用で機動的な電力融通を行い、地域全体として需給バランスを確保する。

[亘璽司

需要面の対応

ピーク期間・時間帯の使用最大電力(kw)の抑制(節電)を要請する。

要請に当たっては、平成22年の使用電力需要の実績を基準とする。

病院や鉄道等のライフライン機能や国の安全保障上極めて重要な施設の機能等に

ついては、機能維持ヘの支障が生じない範囲で自主的な目標を設定し実施するこ

とを要請する。また、被災地や高齢者等の弱者に対して配慮する。

関連支援措置の執行の加速、規痢1'制度改革の推進等の構造的対策や、需要の変

動に効率的に対応する新たなピークカット対策を推進する。

》

2-2.各電力会社管内の需要家に対する要請

(1)全国(沖縄を除く)共通の要請

》 7月2日(月)~9月28日(金)の平日(8月13日~巧日を除く。以下同じ。)

9:00~20:00において「数値目標を伴わない節電」を要請する。

》加えて、上記節電に支障の生じない範囲で、揚水発電の供給量増のため、早朝(フ:00
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~9:0のや夜(20.00~25.0のに国民生活や経済活動に支障を生じない範囲での

消費電力の抑制を要請する。

(2)東日本(北海道、東北、東京電力)

》各電力会社管内において、以下に記載の期間において、以下に定める目標に基づ

く節電を要請する。

<北海道電力管内>

節電期間:7月23日(月)~9月14日(金)の平日、

9:00~20:00 [7月23日(月)~9月7日(金)]

17:00~20:00 [9月10日(月)~9月14日(金)]

節電目標:対一昨年比'フ%以上

<東北、東京電力管内>

7月2日(月)~9月28日(金)の平日 9:00~20:00

節電目標:数値目標を伴わない節電

(3)中西日本(中部、関西、北陸、中国、四国、九州電力)

》各電力会社管内において、以下に記載の期間において、以下に定める目標に基づ

く節電を要請する。

<関西電力管内>

節電期間:7月2日(月)~9月7日(金)の平日 9;00~20:00

節電目標:対」昨年比'15%以上

※なお、電気事業法第27条に基づく電気の使用制限については実施しない。

<四国電力管内>

節電期間:7月2日(月)~9月7日(金)の平日 9:00~20;00

節電目標:対一昨年比'フ%以上

<九州電力管内>

節電期間:7月2日(月)~9月7日(金)の平日 9:00~20:00

節電目標:対一昨年比'10%以上

<中部電力・北陸電力・中国電力管内>

節電期間:7月2日(月)~9月7日(金)の平日 9:00~20:00

節電目標:対一昨年比'5%以上

(4)需給ひっ迫時の対応

①需給ひっ迫時の対応(需給ひっ迫警報等)

》需給ひっ迫の可能性があるときは、想定される電力会社管内に「電力需給ひっ迫

警報」を発令、報道機関や地方公共団体等の協力を得て、緊急節電要謂を行う。

2
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他の電力会社からひっ迫する電力会社に対し、最大限の電力融通を要請する。

全国各地域において、緊急時の節電のためのネットワークを整備する。

計画停電の実施を回避するための緊急避難的な措置として、民間事業者の協力の

下、「緊急速報メール」等を特定の電力会社管内の携帯電話ユーザーに一斉に配信

し、周辺の電気機器の使用を至急停止することを要請する。

②セーフティネットとしての計画停電の準備

》電源の脱落等万がーに備えて、関西電力、九州電力、北海道電力及び四国電力管

内において、計画停電の準備を進める。

》医療機関等の緊急かつ直接的に人命に関わる施設や国の安全保障上極めて重要な

施設等については、技術的に可能な範囲で停電による影響をできる限り緩和する。

(5)節電促進に向けた取り組み

①構造的対策

》節電支援のため、エネルギー需給安定関連の平成23年度補正予算、平成24年度

予算の執行を加速、その際、関西、北海道、九州、東北及び四国を優先する。

》同時に、病院や鉄道などのライフライン機能の維持、弱者対策を徹底する。また、

エネルギー規制1・制度改革アクションプランを着実に実行する。

需要の変動に効率的に対応する新たなピークカット対策

日によって変化するピーク需要に対応するため、価格シグナルを活用する新しい

需要制御対策等について、今夏での実現に向けたアクションプランを提示する。

需要家向けの「節電メニュー」の提示

事業者及び家庭向けにわかりやすい「節電メニュー」を提示する。

節電に関する普及啓発活動の実施

地方公共団体等と協同し、国民各層に対する節電の普及啓発活動を徹底して行う。

過度の節電により熱中症等の健康被害が発生しないよう十分留意する。

電力需給に係る情報提供

電力会社は、需要家に対し、「でんき予報」等を通じて需給情報を提供する。

政府及び政府関係機関の取り組み

政府及び政府関係機関おいて、節電目標に基づき、節電に率先して取り組む。

コスト上昇ヘの対応3.

》 政府として、電力会社に対してさらなる経営効率化努力を要請し、中期的な資源

の安定獲得に向けた取組等を進める。
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「

今夏の電力需給見通し

今夏の電力需給対策について

政府は、今夏、原子力発電所の再起動がない場合であっても、我が国の経済社

会や国民生活ヘの影響を最小限に抑え、ピーク電力不足や電カコスト上昇を回避

するため、平成23年11月1日にエネルギー・環境会議において決定された「エ

ネルギー需給安定行動計画」に基づき、電力会社における最大限の供給力の積み

増しを求めるとともに、予算措置や規制改革等による省エネ支援、電力会社の需

給調整契約拡充等を通じた需要面の対策を実施した。

当該対策を踏まえた今夏の需給見通しについて、平成24年4月23日から5月

12日までの合計6回にわたり、「電力需給に関する検討会合」及び「エネルギー・

環境会議」の下に設置された「需給検証委員会」において、第三者の専門家等に

よる検証を行った。

電力需給に関する検討会合及ぴエネルギー・環境会議の合同会合において、 ^^

給検証委員会の報告を聴取した結果、特に関西電力管内における今夏の電力需給

に関して、昨夏の東京電力管内で想定されたピーク電力不足よりも厳しい状況に

なる恐れがあることを確認した。

平成24年5月18日

電力需給に関する検討会合

エネルギー・環境会議

匝夏Ξ

また、関西電力管内以外の地域でも、九州電力、北海道電力及び四国電力管内

では電力需給のひっ迫が見込まれる他、同時に、全ての地域で、火力発電所の活

用が増える結果、国富の流出が生じており、このまま放置すれば本年秋以降、電

気料金上昇のりスクも高まることが明らかになった。

2 今夏の電力需給対策

5月14日に開催された電力需給に関する検討会合及びエネルギー・環境会議にお

いて、「需給検証委員会の報告を踏まえた今夏の電力需給対策の検討方針について」

を決定した。

1



この中で、①関西電力管内における電気の使用制限令等の検討を行うこと、②関

西電力、九州電力、北海道電力及び四国電力管内において、万がーに備えたセーフ

ティネットとしての計画停電の準備にっいて検討に着手すること、③中部電力、北

陸電力及ぴ中国電力管内の需要家に対しても、一昨年比'5%程度の数値目標を伴

う節電を要請し、融通電力を極力確保することの検討を行うことといった論点を提

示した。同検討方針に基づき検討を行った結果、今夏の電力需給対策を以下のよう

に定める。

墓本的考え方2 - 1

①供給面の対応

需給検証委員会に,おける検証を踏まえ、現段階で確実と見られる供給力を基本

とし、今後確実に見込めるようになった供給力については、その時点で上方修正

する。例えぱ水力について、・今夏の出水量が十分に見込まれるようになれぱ供給

力を上方修正する等の対応を行う。また、約2週間前(可能な範囲)、 1週間前、

前日のΞ段階で融通可能量を明確化する等、日々の運用において、中西日本の地

域全体、あるいは東日本の地域全体として機動的な電力融通を行うことにより、

地域全体としての需給バランスを確保できるような対応を行う。

②需要面の対応

需給検証委員会における検証を踏まえ、需給ギャップ(kめを解消するため、

需要家に対し、ピーク期間・時間帯の使用最大電力(kw)の抑制(以下「節電」

という。)を要請する(別紙1)。また、より合理的なピーク時の電力不足解消策

として、全国レベルでの節電と融通の最大活用を行う。

個別の需要家に対する要請に当たっては、需要家からの意見σ需要家間の公平

性確保」)や需要家ヘの「分かりやすさ」等も踏まえ、平成22年の使用電力需要

の実績(節電影響を含まない需要実績)を基準として要請する。

節電により、病院や鉄道等のライフライン機能や国の安全保障上極めて重要な

施設の機能等の維持に支障がでる場合には、機能維持ヘの支障が生じない範囲で

自主的に目標を設定し・(※)実施することを要請する。なお、この場合には、当

2



該需要家における業務部門(オフィス部門・間接部門)においては、それぞれの

電力会社管内における共通目標の節電を要請する。

※当該需要家における業務部門以外の部門が実施する節電の目安としては、節

電目標値が平成 23年夏期の東京・東北電力管内における電気事業法第27

条の適用に当たっての制限緩和措置の考え方(別紙2)の値を上回る場合に

は、上記制限緩和措置の考え方の値とする。

被災地や高齢者等の弱者に対して、無理な節電を要請することがないよう要請

時には配慮を行う。

併せて、関連支援措置の執行の加速、規制・制度改革の推進等の構造的対策や、

需要の変動に効率的に対応する新たなピークカット対策を推進する。

これらの需要面での対策に当たっては、地方公共団体等の協力を得て、創意工

夫によるきめ細かい対応を行うことにより、国民生活や経済活動ヘの影響を最小

化することを目指す。

2-2.各電力会社管内の需要家に対する要請

(1)全国(沖縄を除く)共通の要請

7月2日(月)~9月28日(金)の平日(8月13日~15日を除く) 9:00~

20:00において「数値目標を伴わない節電」を要請する。その上で、以下の(2)、

(3)のとおり、東京電力及ぴ東北電力を除く電力会社管内毎に、一定期間中

は「数値目標を伴う節電」を要請する。

加えて、上記節電に支障の生じない範囲で、早朝(フ:00~9:0のや夜(20:00

~25:0の、の時間帯においても、揚水発電の放水時間を短縮することにより、

揚水発電の供給力を増やす観点から、国民生活や経済活動に支障を生じない範

囲での消費電力の抑制を要請する。

(2)東日本(北海道、東北、東京電力)

東日本の供給予備率は、平成24年夏季想定需要(猛暑・節電あり)の場合には

+4.0%(一定条件における随時調整契約を含む値)となり、東日本全体としては、

最低限必要となる供給予備率(3%)は確保できる見通しである。
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ただし、北海道電力管内では、 3%の予備率を考慮すれぱ、平成22年の最大需

要(実績ベース)比'フ.3%の不足が生じる見通しである。このため、一昨年比'

フ%(定着した節電分を除けぱ'4.9%)の数値目標を伴う節電を要請する。また、

北海道電力は、本州と北海道間の北本連系線の送電容量(60万kw)の制約があり、

他の東日本2社からの融通可能量に限界があることから、数値目標を伴う節電を

要請するものである。

匪海^

①節電目標(対一昨年比'フ%以上の節電)

大口需要家・小口需要家・家庭それぞれに対し、②に定める期間・時間帯に

おいて、使用最大電力(kw)を③の基準電力の93%を超えない水準に抑制する

よう要請する。なお、家庭については平成22年夏季のkWとの比較が困難であ

ることから、後述の「節電メニュー」等を参考にして、上記目標の値に相当す

る分の節電を要請する。

②数値目標を伴う節電要請期間・時間

7月23日(月)~9月14日(金)の平日(8月13日~15日を除く)

9:00~20:00 [7月23日(月)~9月7日(金)]

17:00~20:00 [9月10日(月)~9月14日(金)]

③基準電力

平成22年夏季(②の節電期間)における使用最大電力の値(kめ等を基準の

目安とする。

④同一電力会社管内の複数の事業所が共同して節電目標を設定し、取り組むこと

も可能とする。

東北、東京電力管内

東日本全体としては、平成24年夏季想定需要(猛暑・節電あり)の場合には最

低限必要となる供給予備率(3%)は確保できる見通しである。また、東北電力管

内においては被災地の復興需要に配慮することが適切である。従って、東北電力

及ぴ東京電力管内の大口需要家・小口需要家・家庭には、それぞれ「数値目標を
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伴わない節電」'を要請する。

(3)中西日本(中部、関西、北陸、中国、四国、九州電力)

中西日本の供給予備率は、平成24年夏季想定需要(猛暑・節電あり)の場合に

は'2.8%(一定条件における随時調整契約を含む値)となる。

この中で、3%の予備率を考慮すれぱ、関西電力では、平成22年の最大需要(実

績ベース)で'21.4%、九州電力では'15.1%、四国電力では'4.フ%がそれぞれ

不足する見通しである。

こうした需給ギャップを各電力管内ごとに解消しようとすれぱ、関西電力はー

昨年比'20%程度(定着した節電分を除けぱ'17.9%)、九州電力は'12%程度

(定着した節電分を除けぱ'5.2%)、四国電力は'5%程度(定着した節電分を除

けぱ'2.フ%)の、数値目標を伴う節電を要請することとなる。

一方、これによる経済活動や国民生活ヘの深刻な影響が懸念される中、需給検

証委員会報告書で、広域レベルでの節電目標の共有の重要性が指摘されている。

これを踏まえ、3%以上の予備率が見込まれる中部電力、北陸電力、中国電力管内

の需要家に対して'5%、四国電力管内の需要家に対しては、単独で需給ギャップ

を解消することも考慮し'フ%の数値目標を伴う節電を要請する。それにより融通

余力を極力確保することで、関西電力管内の節電目標を'20%程度から'15%に、

九州電力管内の節電目標を'12%程度から'10%に、それぞれ低減する。

政府としては、対象地域の考えなども踏まえ、中西日本における広域での節電

目標を数値目標付きで要請し広く中西日本の需要家の協力を募ることにより、関

西電力及び九州電力の節電目標を引き下げ、一律かつ強制的な手段である電力使

用制限命令を回避することとする。

これらの数値目標を伴う節電を要請することにより、中西日本全体において、

+3%以上の供給予備率を確保する

1 東京電力管内においては、'引0万kw(一昨年比'10.2%)の節雷が定着していると見込まれ、「数値目標を伴わない節電要

請」により、これ以上の需要抑制が期待される。
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厘西^

①節電目標(対一昨年比'15%以上の節電)

大口需要家・小口需要家・家庭それぞれ②に定める期間・時間帯において、

使用最大電力(k扮を③の基準電力の肪%を超えない水準に抑制するよう要請

する。なお、家庭については平成22年夏季のkWとの比較が困難であることか

ら、後述の「節電メニュー」等を参考にして、上記目標の値に相当する分の節

電を要請する。

②数値目標を伴う節電要請期間・

7月2日(月)~9月7日(金)

③基準電力

平成22年夏季(②の節電期間)における使用最大電力の値(kめ等を基準の

目安とする。

④同一電力会社管内の複数の事業所が共同して節電目標を設定し、取り組むこと

も可能とする。

厘画^

①節電目標(対一昨年比'フ%以上の節電)

大口需要家・小口需要家・家庭それぞれ②に定める期間・時間帯において、

使用最大電力(kw)を③の基準電力の93%を超えない水準に抑制するよう要請

する。.なお、家庭については平成22年夏季のkWとの比較が困難であることか

ら、後述の「節電メニュー」等を参考にして、上記目標の値に相当する分の節

電を要請する。

時間

の平日(8月13日~15日を除く) 9:00~20:00

時間

の平日(8月13日~15日を除く) 9:00~20:00

6

②数値目標を伴う節電要請期間・

7月2日(月)~9月7日(金)

③基準電力

平成22年夏季(②の節電期間)における使用最大電力の値(kw)等を基準の

目安とする6



④同一電力会社管内の複数の事業所が共同して節電目標を設定し、取り組むこと

も可能とする。

匪卵^

①節電目標(対一昨年比'10%以上の'節電)

大口需要家・小口需要家・家庭それぞれ②に定める期間・時間帯において、

使用最大電力(kw)を③の基準電力の90%を超えない水準に抑制するよう要請

する。なお、家庭については平成22年夏季のkWとの比較が困難であることか

ら、後述の「節電メニュー」等を参考にして、上記目標の値に相当する分の節

電を要請する。

②数値目標を伴う節電要請期間・時間

7月2日(月)~9月7日(金)の平日(8月13日~15日を除く) 9:00~20:00

③基準電力

平成22年夏季(②の節電期間)における使用最大電力の値(k扮等を基準の

目安とする。

④同一電力会社管内の複数の事業所が共同して節電目標を設定し、取り組むこと

も可能とする。

中部電力・北陸電力・中国電力管内

①節電目標(対一昨年比'5%以上'の節電)

大口需要家・小口需要家・家庭それぞれ②に定める期間・時間帯において、

使用最大電力(kw)を③の基準電力の95%を超えない水準に抑制するよう要請

する。なお、家庭については平成22年夏季のkWとの比較が困難であることか

ら、後述の「節電メニュー」等を参考にして、上記目標の値に相当する分の節

電を要請する。

②数値目標を伴う節電要請期間・

7月2日(月)~9月7日(金)

2 中部、北陸、中国電力管内における定荊した節電分は、それぞれ一昨年比'3.6%、'3.フ%、'2,5%。これらの努力も含め
て、一昨年比'5%以上の節雷を要請する。日

時間

の平日(8月13日~15日を除く) 9:00~20:00
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③基準電力

平成22年夏季(②の節電期間)における使用最大電力の値(kw)等を基準の

目安とする。

④同一電力会社管内の複数の事業所が共同して節電目標を設定し、取り組むこと

も可能とする。

(4)需給ひっ迫時の対応

①需給ひっ迫時の対応(需給ひっ迫警報等)

国民各層の節電ヘの協力にも関わらず、急激な気温変化や大型発電所の計画外停

止等により、電力需給がひっ迫する可能性がある場合には、政府は、予めひっ迫が

想定される特定の電力会社管内に「電力需給ひっ迫警報」を発令し、報道機関や地

方公共団体等の協力を得て、緊急節電要請を行う。併せて、供給面においても、各

電力会社から、ひっ迫する電力会社に対し、最大限の電力融通(東日本・中西日本

間の融通を含む)の実施を要請することとする。

計画停電は実施しないことが原則であるが、大規模な電源の脱落等万がーに備

8

全国各地域(電力会社管内毎)において、緊急時の節電のためのネットワーク(政

府機関(地方経済産業局等)・地方公共団体・電力会社'業界団体等)を整備する。

これによ.り需給ひっ迫警報発令時等において機動的な節電対応を行うとともに、他

電力会社管内のひっ迫時においても一層の節電を行い、・ひっ迫する電力会社管内ヘ

の融通可能量の拡大を目指す。

上記の対応を踏まえても、'需要の見通しが一定の水準以下とならない場合、(4)

②における計画停電の実施を回避するための緊急避難的な措置として、民間事業者

(電気通信事業者等)の協力の下、「緊急速報メール」等を特定の電力会社管内の

携帯電話ユーザーに一斉に配信し、周辺の電気機器の使用を至急停止することを要

請する。(当該「緊急速報メール」等の位置付けについては随時必要な見直しを行

い、より適切な対応を行うこととする。)

②セーフティネットとしての計画停電の準備(別紙3)



えて、関西電力管内とともに、予備率がマイナスと見込まれる九州電力、北海道

電力及び四国電力管内'においても、'計画停電の準備を進めておく。

計画停電の準備に当たっては、 1回の停電時間を2時間程度にするよう配慮す

るとともに、 1日複数回の計画停電の実施をできる限り避けるように努める。ま

た、計画停電のグル」プ(区域割り)やスケジュールは事前に公表する。

併せて、国民生活ヘの悪影響を緩和するため、医療機関等の緊急かつ直接的に

人命に関わる施設や国の安全保障上極めて重要な施設等については、変電所の運

用改善等によって技術的に可能な範囲で停電による影響をできる限り緩和する。

また、在宅で人工呼吸器等の医療機器を使用する患者ヘの対策の徹底、熱中症

対策の周知徹底等に取り組む。

(5)節電促進に向けた取り組み

①構造的対策

節電支援のため、エネルギー需給安定関連の平成23年度補正予算、平成24年

度予算の執行を加速する。その際、関西、北海道、九州、東北及び四国を優先す

る。同時に、病院や鉄道などのライフライン機能の維持、弱者対策を徹底する。

また、エネルギー規制・制度改革アクションプランを着実に実行する。

3今夏のように全国的に厳しい需給状況の下では、電源の脱落等が生じた際、他社からの融通が十分期待できない懸念がある。
この'ため、各社で稼働する最大電源の出力が供給力全体に占める割合が大きい場合、その1基が脱落すると、約5%~12%の供
給力が一度に失われることも勘案する。

9

②需要の変動に効率的に対応する新たなピークカット対策

日によって大きく変化するピーク需要に対応するために価格シグナル等を活用

する新しい需要制御対策(デマンドレスボンス対策)、具体的には、新たなピーク

料金の設定やネガワット取引の導入、電気の使用量に応じたインセンティブの付

与等につぃて、今夏の実現に向けたアクションプランを提示する(別帝氏4)。今夏

から、これらの対策を実行に移す。

③需要家向けの「節電メニュー」の提示



政府は、事業者及び家庭向けに、①の構造的対策のメニューも明示した、わ

かりやすい「節電メニュー」を提示する(男1係氏5)。

④節電に関する普及啓発活動の実施

政府及ぴ電力会社は、地方公共団体等とも協同し、国民各層に対する節電の

普及啓発活動を徹底して行う。なお、過度の節電により熱中症等の健康被害が

発生しないよう、要請を行うに当たっては十分留意をする。

⑤電力需給に係る情報提供

電力会社は、需要家に対し、「でんき予報」等を通じて需給情報を提供する。

その際、供給面においては供給力の内訳(電力融通を含む)、需要面においては

当日のりアルタイムの需要実績の速報値及び1時間毎の予測値等を含むきめ細

かい情報を提供することとする。

電力会社は、民間事業者(携帯電話事業者やインターネット事業者等)によ

る幅広い情報提供に積極的に協力する。

⑥政府及ぴ政府関係機関の節電の取組

政府及び政府関係機関においては、上記節電目標に基づき、節電に率先して

取り組む。

3 コスト上昇ヘの対応

需給検証委員会報告書では、仮にピーク時電力不足が解消したとしても、全ての

地域で、火力発電所の稼働が増える結果、燃料輸入の増加に伴い、国富の流出が生

じて.おり、このまま放置すれぱ、本年秋以降、電気料金上昇のりスクが高まること

も確認されている。これにより、電力多消費産業や中小企業ヘの影響はもちろん、

国民経済全体に甚大な影響が発生するりスクがある。

10

こ、のため、政府として、電力会社に対して、さらなる経営効率化努力を要請する

とともに、中期的な資源の安定獲得に向けた取組等を進める。



4 おわりに

需給ひっ迫による計画停電等を回避するため、政府及び電力会社は、地方公共団

体等とも協同し、国民各層に対する.節電の普及啓発活動の徹底に努める。

、
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使用取大電力( W)の抑制について (別紙1)

ピーク期間・時間帯において、それぞれの需要家一昨年(2010年)夏季の使用最大電力(kw)の値等を
目安とした基準からの節電をお願いします。

関西電力管内の事業所Aの場合<例>

以下の、関西電力管内における事業所Aの場合、一昨年夏7月~8月の使用最大電力5,oookWに対し、今夏15%以
上の節電により、今夏における平日(8/13-15を除く)9:00-20:00の時間帯は、使用最大電力(kw)が、4,250kWを超え
ないよう節電ヘのご協力をお願いします。

使用最大電力
(kw)

基準電力:一昨年7月の使用最大電力(kw)の実績値

(例)5,oookw

5,oook、AI

事業所Aの
一昨年7月の口ードカーブ

(k、AI)

4,250k、N

..匪. ..

今夏の節電目標(使用最大電力脚の値)
(伊D目標:4,250kWを超えないようにする

闇.臣罰

画巨

節電を要請する時間帯

巨亜匪

冒

12:00

霞.匝幽..箇

亜 .周

14:00

轡

18:00

20:00



平成23年夏期、東京・東北電力管内における大口需要家については、原則、

前年の使用最大電力の値の15%削減した値を使用電力の上限とし、例外とし

て以下の制限緩和措置を講じた。

東京・東北電力管内における電気事業法第27条の適用

に当たっての制限緩和措置の考え方(平成23年夏季)

(1)生命・身体の安全確保に不可欠な需要設備

①医療関係

》医療施設:削減率0%

》使用制限が生命・身体の安全確保に特に影響を及ぼす医薬品・医療機

器製造販売業及び製造業、医薬品卸売販売業:削減率0%

②老人福ネ止,・介護関係

》使用制限が生命・身体の安全確保に重大な影響を及ぼす老人福祉施設、

介護保険施設、障害児(者)福祉施設等:削減率0%

③衛生'公衆安全関係

》休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金により地方公共団体が実施する

坑排水処理事業:削減率0%

》上下水道、上下水道等に原水を供給する揚水機場(調整池を有さない

ものに限る):削減率5%

》産業廃棄物処理施設(焼却処理施設に限り、当該施設が主要施設であ

る場合に限る):削減率5%

》火葬場:削減率10%

》と畜場:削減率10%

.

匝匝

(2)安定的な経済活動・ネ士会生活に不可欠な需要設備

①24時間・365日電力使用の変動幅がほぼフラットな需要設備

》情報処理システムに係る需要設備(伊1:データセンター、金融機関、

航空、通信関係のシステム):削減率(変動幅に連動)

》クリーンルーム又は電解施設を有する需要設備:削減率(変動幅に連

動)

※電力使用の変動幅と削減率

変動幅10%未満:削減率0%



②人流・物流等ヘの影響が大きく電力の使用時間帯が変えられない需要設備

i)交通関係

》鉄道一般 12時~15時:削減率15%、その他の時間帯:削減率

0%

》東北・長野・上越・東海道新幹線、青函トンネル:削減率0%

》ローカル路線片道3本/時:削減率0%、片道4,5本/時:削減

率5%(9時~1 2時、 1 5時~20時は0%)

ii)航空関係

》航空保安施設:削減率5%

》空港夕」ミナルビル:削減率5%

iii)物流関係

》定温倉庫、貯蔵槽倉庫、冷蔵倉庫、一定の冷蔵室を有する食料・飲料

卸売業:削減率5%

》中央・地方卸売市場:削減率5%

》港湾運送等に係る需要設備:削減率5%

iv)宿泊関係

》ホテル・旅館:削減率10%

V)エネルギー供給関係

》発電のためのガス供給等に係る需要設備:削減率0%

》発電所等に送水する工業用水:削減率5%

VD その他

》一般紙の夕刊印刷工場,12時~15時:削減率0%、その他の時間

帯:削減率15%

》夕刊紙の印刷工場 10時~12時:削減率0%、その他の時間帯:

削減率15%

10%以上15%未満

15%以上20%未満

削減率5%

削減率10%

(3)その他

一括受電マンション等:契約電力上限

平成23年3月11日以降、今夏の電力使用抑制のために東京・東北電力

管外に移転した需要設備について、同一法人の他の需要設備の削減量に考

慮

》設備の検査等により基準期間・時間帯の使用最大電力の値が契約電力に比

して著しく低い場合の基準電力値を契約電力とする緩和措置

》
》



計画停電は不実施が原則だが、関西電力、九州電力、北海道電力及び四国電

力管内においては、今後、万が一実施せざるを得ない場合に備え、以下の方針

に沿って準備を進めておく。

セーフティ才、ツトとしての計画停電

1.計画停電の運用

(1)停電時間

1回の停電時間を2時間程度にする。1日複数回の計画停電をできる限り避

けるよう努める。

(注)一定期間同じ時間帯に停電する「時間固定停電制」を希望する意見も

あったが、連日同じ時間帯に停電することの不便さを指摘する意見も多か

つたため、「日替り停電制1」(停電時間帯が毎日順番に変わる)を原則とす

る。

(2)事前の公表

計画停電のグループ(区域割り)やスケジュールは事前に公表する。

師匝

(3)医療機関等に係る特例

①夏の高温下における停電の影響を緩和するため、医療機関等について、緊

急かつ直接的に人命に関わることを考慮し、変電所の運用改善等によって停

電による影響をできる限り緩和していく。また、在宅で人工呼吸器等の医療

機器を使用する患者ヘの対策の徹底、熱中症対策の周知徹底等に取り組む。
(注)

②国の安全保障上極めて重要な施設、国や経済社会の基幹的機能を有する施設

(鉄道・舟亢空、金融システム等、停電が生じた場合に広い範囲にわたって甚

大な影響を及ぼしかねない施設)についても、変電所の運用改善等によって

停電による影響をできる限り緩和していく。

③専用線、専用線類似の特高需要家は、技術的に可能な範囲で、大幅なピーク



カット等を条件に、一定程度の連続操業が可能な形での計画停電等を実施す

る。

(注)万が一計画停電を実施せざるを得ない場合に備え、在宅で人工呼吸器等

の医療機器を使用する患者ヘの対策の徹底、熱中症対策の周知徹底等の

対応を.日常から進めておく。

2.計画停電を実施する際の手順

①計画停電のグループ(区域割り)やスケジュールは事前に公表しておく。

②実際に電力需給が逼迫し、政府の「需給ひっ迫警毅」発令等による緊急の

節電要請等によっても計画停電が回避できないと判断された場合、実施の前

日の夕刻に、予定する計画停電の時間と対象となる需要家グループを明示し

て、計画停電の実施予定をアナウンスする。加えて、直近の需給状況を踏ま

え、実施の2時間程度前までに電力会社から計画停電の実施をアナウンスす

る。

3.その他

各電力会社によって、予備率の違いや技術的な理由等によ.り、一部運用が異

なる場合がある。



基本的考え方

新たなピークカット対策のためのアクションプラン

電気はその特性上、瞬時瞬時の需要量と発電量を一致させる必要があり、これま

で、主として電力会社が最大のピーク需要に合わせて供給力を用意することで対応

がなされてきた。一方で、需給検証委員会報告書では、価格機能を活用しつつ、電

力需要が高まってきた時に需要家が積極的に需要を減らす(節電に取り組む)仕組

み、すなわち、需要サイドから供給力に合せて、電力需給をバラン、スさせる手法(デ

マンドレスボンス)の積極的な導入・活用が提言されている。具体的な対策として

は、新たなピーク料金の設定やネガワット取引の活用、卸電力取引所の活用等が指

摘されている。

こうした提言を踏まえ、以下のとおり、電力会社等において積極的に取り組むべ

き事項等を整理したアクションプランを作成し、今夏から各対策を実行に移す。

すなわち、今夏においては、以下の従来からの取組の拡大(ステップ1)、価格

機能の活用による取組(ステップ2)を積極的に進めるとともに、市場での取引(ス

テップ3)についても、今夏の対策として可能な限り進める。

匪亟

【ステップ1】

需給情報の見える化や、事前の相対契約による計画的な供給力積み増し・需要

抑制のような、従来からの取組について拡大を図る。

【ステップ2】

相対取引の中で、価格機能を活用しつつ、需要家による主体的な節電や自家発

の活用を促す手法を、積極的に導入する。

【ステップ3】

地域の枠組みを超え、取引市場で多数の主体が参加することで節電のやり取り

が行われる仕組みを構築する。
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2,今夏に向け取り組むべき事項(需要サイド)

(1)ステップ1:従来からの取組の拡大

計画調整契約の拡充(特別高圧、高圧大口・小口向け)

・Ξ十画調整契約は、需要がピークとなる平日の昼間等における電気の使用を、(a)

夏休みや生産設備の補修等の設定や、自家発の稼働による減少(ピークカツト)

や、佃昼休み時間帯の変更や、生産工程の工夫による高負荷機器の使用抑制

などによる調整(ピークシフト)により、計画的に削減する契約であり、節電

が行われる確度が高い。

・各電力会社において、契約の積み増しを行うため、例えぱ、以下のような取組

が進められているところである。

》加入条件の緩和:高圧小口需要家(50~50okW未満)向けのメニュー設定

》適用期間・対象の拡大:自家発使用の場合にも割引対象とすることや、従

来、 1週間以上設備を止めることが適用要件だったものを、 3日以上でも

適用対象とすること

"今夏に向け、電力需給のひっ迫が見込まれる電力会社においては、契約の更な

る積み増しを図るとともに、それ以外の電力会社においても、需要家の理解と

協力を前提に、積み増しによる融通余地の拡大に向けた努力を行う。

随時調整契約の拡充(特別高圧、高圧大口・小口向け)

・随時調整契約は、電源トラブルや需要の急増、系統事故などにより電力の需給

ひっ迫が懸念される場合等に、電力会社からの事前通告に基づき、電力の使用

を抑制する契約である。

・各電力会社において、契約の積み増しを行うため、例えぱ、加入条件の緩和(電

力使用抑制の通告時聞帯を、当日直前ではなく、前日とすること)といった取

組が進められているところである。

'今夏に向け、電力需給のひっ迫が見込まれる電力会社において、更なる積み増

しを図る。

・また、従来の随時調整契約は、.原則と'して、契約を締結する電力会社管内での

需給ひっ迫が発動の要件であるが、需要家の理解と協力を前提に、例えぱ、区

域外の需給ひっ迫時に発動可能な随時調整契約を締結し、需要抑制分を供給力

として区域外の電力会社に融通するなど、更なる活用に向けた努力を行う。

.さらに、需給の特に厳しい電力会社からの要請を踏まえ、需要家の理解と協力

を前提に、新電力による協力も期待される。この場合、需給調整契約の発動時

に生じた供給力について、新電力が相対契約で売電することが想定されるとこ

ろ、当該電力会社は、契約条件について真撃に対応する。
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契約電力の引き下げ等(高圧小口向け)

・需要家が、デマンドコントロール装置を設置して契約電力の引き下げを求める

場合、電力会社はこれを可能な限り受け入れるよう努める。その際、当該装置

が手動制御の場合においても、各電力会社は真孳に協議に応じ、制御する体制

や設備、警報発生時にあらかじめ定めた手順に従い速やかに負荷遮断を行なえ

るかなど、引き下げの確実性を個々の需要家毎に総合的に判断する。

・上記による契約電力の引下げが困難な場合においても、その代替となる措置を

講じる。具体的には、前年同月とのデマンドの差が生じた場合に、事後的にそ

の減少分に一定の単価を掛けた料金を引き下げることで、手動制御の需要家を

含め、実際にデマンドが下がった需要家に対して契約電力引き下げに代わるイ

ンセンティブを付与する。

※デマンドコントロール装置:電力の使用量(デマンド)が、あらかじめ設定した値を超

過するおそれがある場合に、警報等で知らせる装置。設定した値を超過しそうな場合には、

自動的に一部の設備の負荷を遮断するもの(自動制御)と、需要家自身が停止可能な設備

を手動停止するもの(手動制征D がある。

季節別時間帯別料金の活用・新たなピーク料金メニューの設定(低圧向け)

・効果的な需給対策の観点から、需給ひっ迫が予想される電力会社を中心に、夏

期のピーク抑制に資する新たな時間帯別料金を導入する。

・具体的には、夜間料金を安く、ピーク時間帯の料金を高く設定し、希望する需

要家が通常の一律料金に替えて選択するこどを可能とし、需要家の電力使用の

工夫により、ピーク抑制の実効性を高めつつ、需要家の料金負担の軽減につな

げる。

※現時点で、東京電力、関西電力、九州電力が、このような柔軟料金メニューの導入

または実証試験の実施を表明している。料金によるほか、例えぱ、一定の節電目標を

逹成した家庭に対してプレゼントを進呈するといった節電インセンティブ施策も考え

られる。

・なるべく多くの需要家の選択を可能とすることから、原則として、新たなピー

ク料金メニューについては、需要家が設置すべき機器等の要件は設けない。

※なお、これらのメニューは、通信機肯Ξ付きのスマートメーターが設置されていない需要

家においても、時間帯別の計量が可能な電子式メーターを設置することで実施可能な対策

である。
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(2)ステップ2:価格機能の活用による取組

アグリゲーターを活用したDSM (ディマンドサイド・マネージメント)

特に需給ひっ迫が想定される電力会社を中心に、需給ひっ迫時、事前に契約し

ている複数の需要家の電力需要を一括して制御する事業者(アグリゲーター)

を通じ、照明や空調を遠隔操作して需要を削減する仕組みを公募等の透明性の

ある手続の下で構築する。

※具体的には、需要家を束ねる専業のアグリゲーターのほか、空調等を含めた機器メーカ

一等との協調が想定されるところであり、例えぱ、東京電力と原子力損害賠償支援機構は、

ピーク抑制に資するアグリゲーターのビジネスプランを公募(ビジネス・シナジープロボ

ーザル),し、 6事業を採択している。

※政府が支援し全国レベルで中小ビル等の需要家を東ねて節電を行う BEMS アグリゲータ

一事業(淘も活用しつつ、取組を進める。

(注)中小企業等の高圧小口の需要家による、電力需要抑制を促進するためのシステム(B則S)

の導入を支援。「工才、ルギー利用情報管理運営事業者(B印Sアグリゲーター)」への支援を

通じてシステムを導入し、導入後の削減効果の管理を行うことで、効率的・効果的な支援

を実施(23年度Ξ次補正予算額:300億円の内数)。

ノ

(特別高圧、高圧大口・小口向け)

入札等によるネガワット取引(特別高圧・高圧大口向け)

・需要家による節電量を供給量と見立て(ネガワット)、需給ひっ迫が想定される

場合に、需要サイドの負荷抑制による節電分を入札等により確保する「ネガワ

ツト取引」を導入する。

※現時点で、需給の特に厳しい電力会社を中心に、具体的なスキームを検討中であるが、

要家の理解と協力が得られれぱ、その他の電力会社や新電力が、他の電力会社の需給ひっ

迫時にネガワット取引を実施し、これにより生じた供給力について、需給がひっ迫してい

る区域の電力会社に売電することも可能である。

・こうした取組を通じ、需給ひっ迫時に必要な追加的な節電量(ネガワット)を

効果的に募集する。

3.・・今夏に向け取り組むべき事項(供給サイド)

(1)ステップ1

電力各社から更なる融通の確保

・各電力会社間で需給の状況が異なる状況下において、個別の電力会社でなく、

全国レベルでの節電目標を共有し、広域での安定供給確保に向けた取組を進め
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る。

・このため、需給ひっ迫が予想される区域以外でも、需要家に一定の数値目標付

きの節電を要請し、それにより生じた余力を、需給の厳しい電力会社ヘ融通す

る。

・また、節電目標の共有により、新電力に生じた供給力について、新電力が相対

契約で電力会社に売電しようとする場合、需給が特に厳しい電力会社は、契約

条件について真埜に対応する。

※相対取引のほか、卸電力取引所での売電も可能である。

自家発余剰購入の拡大

・需給検証委員会においては、「現時点で、供給力として、自家発による追加の電

力を積み増すことは困難といわざるを得ない』とされているが、少しでも、自

家発活用による需給ギャップ解消の可能性を広げるため、各電力会社において

引き続き、取組を進める。

・また、数値目標付きの節電要請がなされている地域において、需要家の生産活

動等ヘの影響を極力抑える観点から、需要家が自家発で発電レた電気を、電力

会社の送電網を活用し、別の需要地にある自社や子会社等で有効活用すること

については、「節電要請時における自家発の活用拡大策について」(平成23年

11月資源工才、ルギー庁公表ガイドライン)に基づき、各電力会社において適

切な対応を行う。

・自家発の余剰の活用を図るため、新増設や休廃止設備の立ち上げを行う事業者

に対して設備や燃料費の補助金による支援を行う。

(2)ステップ2:価格機能の活用による取組

IPPの供給余力の拡大(ステップ3にも関連)

・卸電気事業者及び卸供給事業者(卸・1 PP事業者)が、「卸・1 PP電源の発

電余力活用の具体的スキームについて」(平成23年11月資源工才、ルギ「庁

公表ガイドライン)に基づき、現契約で定められた設備(石炭火力等の火力発

電所)の利用率を向上させ、夜間や休日における供給力の拡大を図るとともに、

よりコスト高となる火力電源と差し替えることによりコスト抑制を図る。

※なお、卸・1PP電源は、夏期ピークの昼問においては、現契約に基づき既にフル出力

運転していることが想定される。

※拡大した供給力を売却する場合には、(a)相対契約による現契約一般電気事業者ヘの売却、

⑤相対契約による他の電気事業者ヘの売却、佃卸電力取引所での売却が想定できる。
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(3)ステップ3:市場での取引

①分散型売電市場の開設

・系統に接続され、逆潮が可能な自家発を最大限に活用する観点から、卸電力取

引所において、取引の最小単位(現在は1,oookw)を撤廃し、比較的小規模の

自家発やコジェネ等の分散型電源の発電余力を活用可能とする売電市場を創設

し、 6月中に取引を開始する。本年7月から開始する全量買取制度におけるグ

リーン電力の取引も可能となるよう、「分散型・グリーン売雷市場」として開設

する。

・その際、発電者側の取引参加が容易になるよう配慮を行う。具体的には、入会

金・年会費・取引会員信認金を減免するとともに、系統に逆潮する量が一定で

ない電気'(いわゆる「出なり発電D も取引可能な仕組みとする。

卸電力取引所の時間前市場の利用要件緩和

・卸電力取引所の「時間前市場」における「買い」については、(a)前日の需給計

画提出(ゲートクローズ)後に生じた発電機のトラブルや、(b)需給計画提出後

の需要急増の場合などに利用が限定されているところ、本年6月中に、かかる

取引要件を撤廃し、経済的な理由での買い入札や差し替えを可能とする。

・これにより、例えぱ、ある電気事業者が需要家との間でネガワット取引を行っ

た場合に、それにより生じた供給力を利用することに加え、新たに、他の電気

事業者が自社の供給力と差し替える形で買い入札を行い、コスト最適化を図る

といった取引も可能とする。

※なお、連系線をまたいで送電する予定だった電源を通告変更して、時問前市場ヘの売り

入札を行う場合、他の系統利用者に混雑処理が発生するりスクが想定されることから、

連系線利用の適正化の観点等から一定の要件が必要か、ESCσ(電力系統利用協議会)

において、・並行して検討を実施。

※今夏においては試行的な実施とし、系統運用部門のオペレーションへの影響等につき事

後的な検証を行い、特段の問題がなけれぱ本格実施ヘ移行することを想定。

6

4.今夏以降の取組として検討すべき事項

ーー・以下の事項(いずれも、ステップ3関連)については、需給検証委員会において

も、今夏の実施は困難なものとして整理されているが、今後の実現に向けて、具体

的な検討を進めていく必要がある。特に、電カシステム改革における検討に際して
゛

は、本アクションプランの考え方を十分踏まえ、柔軟な料金メニュー等を活用しや

すい、自由度の高い電カシステムを目指すことが適当である。



0需要家が参加可能なネガワット市場の創設(特別高圧・高圧大口向け)

0アグリゲーターによる市場の活用(高圧小口向け)

0需給状況に応じた料金の導入(市場連動・りアルタイムプライシング等)

(低圧向け)

0実際の需給直前まで取引可能な「りアルタイム市場」の創設(供給サイド)

おわりに5.

今夏の取組については、定期的にフォローアップを行い、進捗状況を公表するこ

とで、それ以降の取組に活かすとともに、電カシステム改革における具体的な検討

においては、本アクションプランの考え方を十分踏まえたものとすることが適当で

ある。
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節電を促す新たなピーク電力対策ヘの今後の取組
SteP2.相対取引の中で、価格の変化等に SteP3_地域の枠組みを超え、取引引epl:需給情報の見える化、事前の相対

基づいて、需要家がタイムリーかつ主体 多数の主体が参することで節契約による計画的な供給力積み増し・需
的に自家発や節電をコントロール り取りが行われる仕組み要抑制(従来型手法の拡大)

特高・高圧大口需要家

〔'0OW耻〕

ム夏に向けた取組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

計画,随時調整契約の拡充
(、新規メニューの設定、加入条件の綴和による

自烹発の活用等)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー→一ー.ーー』一一』一ーー.ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ほぼスマートメーター入

要イド

高圧小口需要家

アグリゲーターを活用したDSM
(東電:ビジネス・シナジー・プロポーザル)旧EMSアグリゲ^

「入札によるネガワット取弓1」
(随時調整契約の公募)

今夏以降取組の検討

契約電力

50okW未満〕

計画調整契約の拡充
(新規メニューの設定、加入条件の

綬和等)

要家が加可能な
ネガワット市場の設

契約電力の引き下げ

スマートメーター導入拡大・実証中

低圧需要家

今夏に向け、市場メカニズムを活用しつつ、需給状況に応じて、需要家サイドの節電や自家発等の主体的な行動を促し、

「スマートな節電」等を通じて、需給ギャップの縮小・解消を図る。

定期的にフォローアツプを行い、その結果を今夏以降の取り組みや、電カシステム改革の具体的な検討に反映させるr

季節別時間帯別料金の
活用

供給サイド

一丸新電力

アグリゲーーによる

市場の活用

新たなピーク時間帯料金
の設定
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電力各社から更なる融通の確保

自家発

保有者

自家発余剰購入の拡大

PPの供給余力の拡
(kwh、コスト対策)

分散型・グリーン売電市場の開設

※小口自家発の取引環境備

時間前市場の利用要件を廃止

而給直前まで取引可能な
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家庭の節電<今夏の節電のお願い>

今夏の節電ヘのご協力のお願い

今夏、北海道電力、関西電力、四国電力、九州管内を中心に、電力不足が懸念されま
す。政府、電力会社においては、引き続き供給力の確保に最大限の努力をして参ります
が、それでもなお電力需要と供給力にはギャップが発生することが懸念されます。
大変なご迷惑をおかけしますが、以下のとおり節電のご協力をお願い申し上げます。

家庭では、いつ、どれだけ節電をすれぱ良い?

関西電力管

Q)平白9:00~20.00
(芯苔.き1娃~1Sを稔く)

^数個目標なしの節電

.1596以上の節処

九州力管

q)平日9:00 2000
ι.詰の釘13~15を除く)

恒目なしの節

1096以上の師電

0

中部北陸・中国電力管内

q)平日9:00 20.00
(お詰の含11ヨ~15宅除く)

^数値目標なしの節伍

596以上の節電

B月叉*ホ霊

1 0a07
.0ΦΦ田田14
11 田ΦΦ@囚
五田の四.田加
四@田

東北・東京電力管

彦0

q)平日9:00~20.00
(お谷の8113~15を緑く)

,,数値目標なしの節母

日"究*寒血圭

8

.高齢者の方々、障害をお持ちの方々、被災された地域の方々など、それぞれのご事情のもと、無理のない範
囲でご協力(使用していない部屋の電気はこまめに消す等)をお願いします。
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家庭の節電く電使用の特徴

夏の昼間の電力使用の特徴は?

特に日中(13:00-16:0ω頃に最大ピークとなる傾向にあり、

日中ご在宅の場合には、特にこの時間帯の節電が重要となります。

ご在宅の場合は、
13:00-16:00の節電が特に重要です!kvv

③家庭

全需要

①十②+③

①大口(大企業や工

家庭

0

電気機器の使用例

夏の昼間(14時頃)の電気機器の使用例

(在宅世帯の例)

1 2 3 4 5 6 7

節電を願いした、時間帯

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

【サンプルデータ等より

ノξソコン

0.4%照明

6%

テレピ

5%

待機電力
3%

温水便座入
0.6%

その他
10%

時刻21 22 23

源エネルギー庁推言日

エアコンの節電が重要です!

^

【資源エネルギー庁推計】



家庭の節電<メニユー>

「節電メニュー」の中から、それぞれのご家庭で実施できるものをチェックして頂き、以
下の目標を目安としてご協力をお願い致します。
関西:15%以上九州:10%以上四国:フ%以上中部・北陸・中国:5%以上
東京・東北:数値目標を伴わない節電

エアコン
@)室温28゜Cを心がける。

②'1祭す論顎弥擬,1ゆ嘘暗栃略0

(匡)無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機を使用する。

蔵

照明

※除湿運転やエアコンの頻繁なオンオフは電力の増加になる場合があるため注意が必要。

4 冷蔵庫の設定を「強」から「中」に変え、扉を開ける時間をでき
るだけ減らし、食品を詰め込みすぎないようにする。

※食品の傷みにピ注意ください。

^日中は不要な照明を消す。

趨 0念玉三壽云乳;男艀るとともに、画面の輝度を下け、
テレビ

温水洗浄便座

、

節電効果

(削減率)

1 温水のオフ機能、タイマー節電機能を利用する。

⑧き票籍謡鴇念略力光拠。

⑨器肌駕讃蟹器t託取燃忙、

a Φ編讃簾器驫'籾罷蕊巽諏。

ジャー炊飯器
^

1096

※設定温度を2ヤ上げた場合

待機電

E三Ξヨ

区玉刃

[二Ξ刃

区三刃

E^

チェ州ク

3

日中は非在宅(会社・学校)の皆様ヘ

Y ・日中は④冷蔵庫、⑦温水洗浄便座、⑩待機電力による節電をお願いします。

※標→省エモードに設定し、
使用時間を2/3に減らした場合

いずれかの対策により

1%未満

E:三刃

E二璽]

口

難奨諏エネルギー庁推計崇在宅家庭の日中の最大使用時(約1.20OW)に封する削減宰の目安

ロ
ロ
ロ
ロ

電行

口
口

口
燭
口



家庭の節電<メニユ>

a 電メニ

フィルターを定期的(2週間に1回程度)1こ掃除する。

2部屋でそれぞれ使用している場合には、1部屋(1台)に減らして使用する
(仮に、350Wを2台を使用している場合、約3096の節電効果となります。)

エアコン

冷庫

電気ポ当ト

壁との間に適切な間隔を空けて設置する。

お湯はコンロで沸かし、ボットの電源は切る。

容量の80%程度を目安にまとめ洗いをする。

日中、短時間であれぱノートパソコンの電源を抜いて使う。

省電力設定を活用する。

紙パック式はこまめにバックを交換する。

昼間のビーク時はモップやほうきを使う。

節電のための家事スケジュールを立てる。

日中(特に13:00-16:00)を避けて気製品を使用する

外出や旅行による節電。

パソコン

ヲイフ
スタイル

契約見しや
見える化

契約電力の見直し(節電料金メニュー、適切なアンペア設定等

電力会社のウェブサイト1こ登録頂き消費電力を「見える化」

庭には、他にも消費電力が大きい電気製品があります。
平日の日中(13:00-16:00)を避けて使用頂く、あるいは使用する時間帯が重
ならないように工夫していただくなど、ご協力をお願い致します。

ホットプレート電子レンジ電気ボットアイロン

トースター

熱中症にご注意下さい
屋内でも熱中症にかかる場合があります。適切な室温管理や水分給に留意頂く等、十分にご
注意ください。特に、ご高齢の方や体調に不安のある方1 お気をつけださい。

IHクッキング
ヒーター

食器洗い機 浴室乾燥機

ドライヤー

掃除機
洗濯乾燥機
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家庭の節電メニュー<取組の例>

関西電力管内の取組例(節電15%以上)

<エアニン>室温28゜C設定(設定温度を2゜C上げる,ー'10%
<照月>不要な照明を消す・・・'5%

又は、
<エアコン>エアコ'を2部屋でそれぞれ使

九州電力管内の取組例(節電10%以上)

<エアコン>室温28゜C設定(設定温度を2゜C上げる)・・・'10%
<冷蔵>そ定を「中」1こ、扉のr 閉時間を減らし、・ー'2%

食品を詰め'みぎいうにする

四国電力管内での取組例(節電7%以

<アコン>室温28゜C設定(設定温度を2゜C上げる)

している場合には、,屋(1台)に'らして
・・・'30%

中部・北陸・中国電力管内での取組例(節電5%以上)

<照明>不要な照明を消す・ー'5%
<冷>き定を「中」1こ、扉の開閉時閻を減らし、ー・'2%

食 a 込みすぎ3いうにする

節電・省エネの実施は、電気代の節約にもつながります。
年間約670円の節約(6畳用エアコン1台あたり)伊上夏の冷房時、室温28゜C設定

エアコンの使用を1日1時間短縮年間約410円の節約(6畳用エアコン1台あたり)
冷蔵庫ヘの詰め込みすぎをやめる年間約960円の節約(冷蔵庫1台あたり)

年間約600円の節約(32V型液晶テレビ1台あたり)テレビ画面の輝度を下げる
照明の点灯時間を1日1時間短縮年間約430円の節約(54W白熱電球1灯あたり)

※上記の数値は、いずれも年間を通じて取り組んだ場合の目安です。
※詳細は、「家庭の省エネ大事典 2012年版」(h廿:11艸W.ecc.or.'1dicvindex.htmDをご覧ください。

^一
口

'10%

15%

用す 0

35%

合計'12%

工才

有効です。省エネ家電ヘの買い替えに際しては、統一省エネラベ
ルを参考にしてください。
(お使いの電気製品をより大型のものに替えると、消費電力が増え
ることもありますのでご注意ください。)

串ヘのーいえや、LED照B ヘの交

合計'10%

口計'フ

も節電・省エネに この商品の

エネ性
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家庭の節電<「でんき予報と緊急時のお願い>

「でんき予報」のご案内

でんき予報を参考にして頂き、黄・赤となった場合には、
一層の節電にご協力をお願い致します。

安定した

需給状況

緊急時の一層の節電のお願い

^

^

JN

玉

やや厳しい

需給状況

需給のひっ迫による計画停電等を回避

非常にしい

給状況

気温の急激な上昇や、発電所のトラブル停止などにより、
需給ひっ迫が想定される場合には、計画停電回避のため
政府より、予め「電力需給ひっ迫警報」を発令し、
緊急の節電をお願いさせて頂く場合があります。

厳しい

需給状況

f

孤

(関西燈力の仰D

・需給ひっ迫報の発令
・TV、ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いた
メールの宛先(最終ページ)等により企業、家庭に継続的にお知らせ

r゛

非常に厳しい

需給状況

・需給ひっ迫警報の発令
・TV、ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いた
メールの宛先(最終ページ)等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

「緊急速報メール」で携帯電話に一斉にお知らせ。 1・ i

※状況に応じて遅用の変更があり得ます。

y

,
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゛
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家庭の節電<節電・電力需給に関する情報等>

節電・電力需給に関する情報

"節電・電力需給に関する情報をW.bでご紹介しています

政府の節電ポータルサイト「節電.Ξojp」

htt ://VVWW.setsuden,0

経済産業省ホームページ

h杜://WVVVV.meti.0.'/setsuden/index.html

.「需給ひっ迫お知らせサービス」への登録をお願いいたします。

万一、電力需給のひっ迫が予想される場合に、
携帯電話・スマートフォンにお知らせします。登録をお願いいたします。

携帯電話〕右のQRコードまナこはh廿://mail.setsuden.0.'にアクセス

スマートフォン〕A叩 StoreまたほGO0宮leplay1こアクセスし、"節電アクション"で検索

※QRコードほ、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※A叩Stmeは、米国およびその他の国々で登録されたA叩lelnc.の商標または登録商標です。
※GOOEle、 GO0"1e playは、 Google l"C.の商標まナこは登録商標です。

.節電・省エネに関する出張説明会等のご案内

地方自治体や公的な組織、民間の業界団体などが参加費無料で開催す
る節電・省エネに関する説明会に、節電・省エネの専門家を無料で派遣する
「無料講師派遣」を実施しています。

また、工場やオフィスビル等における無料の節電・省エネ診断を行う「無料
節電診断」「無料省エネ診断」も実施しています。

対象事業者・申込方法等ついては、節電・省エネ診断等に関するボータル
サイト htt ://vvwvvecc'.or.'/shindan/index.htm1 をご確言忍下さい。

この他にも、全国の小学校に節電・省エネの専門家である「省エネ家電コ
ンシェルジュ」を派遣する「省エネ出前授業」を実施しています。申込方法等
については、省エネ家電普及促進フォーラムのホームページ
htt ://WWW.shouenekaden.com をご確言忍くナごさい。

.節電・電力需給に関するお問い合わせはこちら

経済産業省 03-3501-1511(代表)

回・・回
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家庭の節電<今夏の節電のお願い>

今夏の節電ヘのご協力のお願い

今夏、北海道電力管内では電力不足が懸念されます。

政府、電力会社においては、引き続き供給力の確保に最大限の努
力をして参りますが、それでもなお電力需要と供給力にはギャップが
発生することが懸念されます。
大変なご迷惑をおかけしますが、以下のとおり節電のご協力をお博

い申し上げます。

家庭では、いつ、どれだけ節電をすれぱ良い?

7 23 ()から 7 (金)ま・('胡(8月13 15 )ら

除く。)1' 9 か'20 での間※、 7血メ_の

力を'いいたしま。

÷9月10 ()'14 ()まで1 17時、ら20 での伺、同 1-
節電にご協力'いいたします。

e)平日万お~9P 9:00~20:00

北海道電力管内 平日9ハ0~14 17:00~20:00

日月火水ホ金土

餓 2 3 4 5 6 7

8 9,10 11 12 13.14

15 16 17 袷 19 202心
甲.

^ 23 24 25 26 ^,り8
29 30 31

【む盆Φ討,~ 5老験く)

0

.高齢者の方々、障害をお持ちの方々、被災された地域の方々など、それぞれのご事情のもと、無
理のない範囲でご協力(使用していない部屋の電気はこまめに消す等)をお願いします。

日月火水木金土

@

11 12 B 14 巨j9 0

拾^ 20 21 え16 17

お四.四29

日 月

796以上の節電

火水木金

⑲

@
13 14 15

数値目標なしの節躍

26 27 28 29 30' 31

ご{

7
月

9
月

8
月

5
n

土
 
4
 
れ
袷
 
2
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家庭の節電<今夏の節電のお願い>

夏の昼間の電力使用の特徴

夏の北海道における平日の電気使用は、日中から夕方の長い時間帯
ピークが継続することが特徴となっています。

夏の北海道における平日の電気の使われ方(イメージ)

家庭では、特に、夕方以降(18時から20時)
の時間帯、ご協力をお願いします。

kvv

全需要(①十十③)

③家庭

①大口

一^

家庭では、夏にどんな電気製品を使っている?

北海道の家庭における夏の20時頃の消費電力
(在宅世帯)

(②JJ、

節電をお願いしたい時間

'

待機電力
6%

18:00 20:00

【サンプルデータ等より

時
源エネルギー庁にて推計1

照明の節電が重要です

ビ
0

Y
北海道では、
エアコンの使用が少なく、
特に家庭の電力使用が増加
する夕方の時間帯は、照明
の節電が重要です。

【資源工才、ルギー庁推き十】



家庭の節電メニユ ^

「節電メニュー」の中から、それぞれのご家庭で無理なく実施できるものをチェックして頂
き、以下を目安に合計が7%P 上となるようにご協力をお願い致します。

照明

且行電1メ

@)・照明の一部を消す。
・使用していない部屋の照明を消す。

②麗器麟黙全

⑧彩暫識野菩襟禁需

蔵
・冷蔵庫の設定を「強」から「中」1こ変える

洗浄座 4

5

※食品の悔みにご淫意てださい。

ジャー炊飯器

⑥晶烈轟姿欝ゞ旧"託取燃忙、朧'

・温水のオフ機能、温水のタイマー節電機能を利用する。

・上記の機能がない場合、使わない時はコンセントから

プラグを抜く。

節電効果

(削減率)

待機電力

胴⑦1爵綏g器驫袷課愛播み光榔。

E二三刃口

EI^ロ

.%ロ

※照明の3割程度を消灯した
場合

チェック

9
エアコンを使用されるご家庭におかれましては、以下の取り組みが効果的です
・設定温度を2゜C上げて28゜Cとした場合 10%
・エアコンの替わりに扇風機を使用する 5096

※標準→省エネモードに設定

いずれかの対策により

,%ロ

区二Ξヨ

[ニヨ

※在宅家庭のピーク時の消
※エネルギー庁推計

電力(約70OVV)1こ対する削減率の目安

3

口
口

ギ
幽
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一
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家庭の節電メニユー

節電メー

冷蔵庫

電気ポ・¥ト

洗濯機

壁との間に適切な間隔を空けて設置する。

お湯はコンロで沸かし、ポットの電源は切る。

容量の80%程度を目安にまとめ洗いをする。

日中、短時間であれぱノートパソコンの電源を抜いて使う。

省電力設定を活用する。

紙パック式はこまめにパックを交換する。

昼間のピーク時はモップやほうきを使う。

節電のための家事スケジュールを立てる。

特に、夕方(18時~20時)を避けて電気製品を使用する。

旅行や外出による節電。

パソコン

掃除機

ヲイフ
スタイル

契約の見直しや
見える化

契約電力の見直し(節電料金メニュー、適切なアンペア設定等

北海道電力にご相談ください。
(ーカーの交換工等力t必要になる場合があります。

電力会社のウェブサイトに登録頂き消費電力を「見える化」

9 家庭には、他にも消費電力が大きい電気製品があります。
平日の夕方(18:00・20:00)を避けて使用頂く、あるいは使用する時間帯が重

ならないように工夫していただくなど、ご協力をお願い致します。

ホットプレート電気ポット 電子レンジアイロン

IHクッキング
食器洗い機 浴室乾燥機トースター

ヒーター

チエ・iク

4

熱中症にご注意下さい

屋内でも熱中症にかかる場合があります。適切な室温管理や水分補給に留意頂く等、十分にご注
意ください。特に、ご高齢の方や体調に不安のある方はお気をつけください。

ドライヤー

掃除機
洗濯乾燥機

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ



家庭の節電メニュー<取組の例>

北海道電力管内(節電7%)での取組例

<照明>照明の一部を消す。使用していない部屋の照明を消す。

又は、

<テレビ>画面の度を下げる。必要な時以外は消す。
<冷蔵庫>冷蔵庫の設定を「強」から「中」に変える。
<待機電力>・りモコンではなく、本体の主電源を切る。・ー

節電・省エネの実施は、電気代の節約にもつながります。
仰1:夏の冷房時、室温28゜C設定 年間約670円の節約(6畳用エアコン1台あたり)

エアコンの使用を1日1時間短縮年間約410円の節約(6畳用エアコン1台あたり)
冷蔵庫ヘの詰め込みすぎをやめる年間約960円の節約(冷蔵庫1台あたり)
テレビ画面の輝度を下げる 年間約600円の節約(32V型液晶テレビ1台あた
照明の点灯時間を1日1時間短縮年間約430円の節約(54W白熱電球1灯あたり)

・ー'フ%

・'2%

'2%
'3%

※上記の数値は、いずれも年間を通じて取り組んだ場合の目安です。
※詳細は、「家庭の省エネ大事典 2012年版」(h廿:ガ艸W.ecc'.or.'1dicvindex.htmDをご覧くださ

合計 7%

エネ寺ヘのーいえや、LED照B

効です。省エネ家電ヘの買い替えに際しては、統一省エネラベル
を参考にしてください。
(お使いの電気製品をより大型のものに替えると、消費電力が増え
ることもありますのでご注意ください。)

合計'フ%

への交 も節電・省エネ有
この両品の

エネ性

匝窒

は?

Ξ3B号 EΞ0岬、樹.



家庭の節電<「でんき予報と緊急時のお願い>

「でんき予報」のご案内

でんき予報を参考にして頂き、黄・赤となった場合には、
一層の節電にご協力をお願い致します。

田蛭くでんホームペーヅ
「でん予」

*日の予

州才鹿."抽n{血1

雌島傘力
.'万^

争^心.亀,ct三MC卑 0 帥

・゛^^*.忌^して昇リ直,.

4向:"制,M十

〒.カ,4"10

磁使況ゲ
^,聖."兇n'血,

緊急時の一層の節電のお願い

口

五B," 枇訂寓砧

.亜F壮h -,業0工竜コ^ t -3朔"越訂

'コガ畑""、鴫磯)抑:冨'"n旦mJ点^
'吏卑・轟=忙0 、司石'奇寺01症1"リΠ1情一、断1

'司、0、3草謬;省

M万kW以下

゛...,
、ーーー.

゛..一号,

ド1゛・1

1、葬『1'f l

..ー.

鷺に.しい

.でんき予鞍儁蛤余力)の凡例

気温の急激な上昇や、発電所のトラブル停止などにより、需給
ひっ迫が想定される場合には、計画停電回避のため、政府よ
リ、予め「電力需給ひっ迫警報」を発令し、
緊急の節電をお願いさせて頂く場合があります。

'角曇

60万kW堺

月
60万κW以下
25万kW超

十方

目

・需給ひっ迫警報の発令
・TV、ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いた
メールの宛先(最終ページ)等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

25万kW以下
13方kW曲

宣降心し

白白
,5万武W以下

鳳U、

需給ひっ迫警報の発令
TV、ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いた
メールの宛先(最終ページ)等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

砕儒に鳳しい

需給のひっ迫による計画停電等を口避

緊急速報メール」で携帯電話に一斉にお知らせ。
一定の予備率が確保された場合には配信しない)

郷状況に応じて遅用の変更があり得ます。
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家庭の節電<節電・電力需給に関する情報等>

節電・電力需給に関する月報等

.節電・電力需給に関する情報をWobでご紹介しています

政府の節電ポータルサイト「節電.ΞOJP」

htt ://W、NVV.setsuden.0

経済産業省ホームページ

hせ://WWVV.meti.0.'/setsuden/index.html

.「需給ひっ迫お知らせサービス」への登録をお願いいたします。

万一、電力需給のひっ迫が予想される場合に、
携帯電話・スマートフォンにお知らせします。登録をお願いいたします。

携帯電話〕右のQRコードまたほh廿://mail.setsuden.0.'にアクセス

スマートフォン〕A即 StoreまたはGoogleplay1こアクセスし、"節電アクション"で検索

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※A叩St0円は、米国およびその他の国々で登録されたA叩lelm.の商標または登録商標です。
※GO0"1e、 GO0Ξle playは、 Googlel"0.の商標または登録商標です。

.節電・省エネに関する出張説明会等のご案内

地方自治体や公的な組織、民間の業界団体などが参加費無料で開催す
る節電・省エネに関する説明会に、節電・省エネの専門家を無料で派遣する
「無料講師派遣」を実施しています。

また、工場やオフィスビル等における無料の節電・省エネ診断を行う「無米
節電診断」「無料省エネ診断」も実施しています。

対象事業者・申込方法等ついては、節電・省エネ診断等に関するボータノ
サイト h杜://VVWW.ecc'.or.'/shindan/index.htm1 をご確言忍下さい。

この他にも、全国の小学校に節電・省エネの専門家である「省エネ家電コ
ンシェルジュ」を派遣する「省エネ出前授業」を実施しています。申込方法等
については、省エネ家電普及促進フォーラムのホームページ
htt ://vvwwshouenekaden.com をご確認ください。

.節電・電力需給に関するお問い合わせはこちら

経済産業省 03-3501-1511(代表)

北海道経済産業局 011-709-2311(内2702、2703)資源エネルギー環境課

回..C回
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今夏の節電ヘのご協力のお願い

.事業者の皆様ヘの節電のご協力のお願い

今夏、北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力管内を中1山に、電力不足
が懸念されます。政府、電力会社においては、引き続き供給力の確保に最大限
の努力をして参のますが、それでもなお電力需要と供給力にはギャップが発生
することが懸念されます。

大変なご迷惑をおかけしますが、需給ギャップによる停電の発生を回避する
ため、ライフライン機能の維持等に支障が生じ恋い範囲で、以下のとおり節電
のご協力をお願い申し上げます。

関西電力管

q)平日9:00~20:00
〔お首の釘13~15を除()

数価目概なしの節粘

.1596以上の節電

0

0

中部・北陸仲国電力管内

q)平日9:00~20:00
(お松のきノ1ヨ~15毛隷く)

数値目標なしの節柘

5%以上の蹄田
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今夏の節電ヘのご協力のお願い

.使用最大電力(kw)の抑制について
ピーク期間・時間帯において、それぞれの需要家の一昨年(2010年)7月2日~ 9
月7日の使用最大電力(kw)の値等を目安とした基準からの節電をお願いします。

関西電力管内の事業所Aの場合<例>

関西電力管内における事業所Aの場合、一詐年夏8月6日の使用最大電力5,oookWに対し、今夏
15%以上の節電によの、今夏における平日(8月13~15日を除く)9:00-20:00の時間帯は、使用最

大電力(kw)が、 4,250kWを超えないよう節電ヘのご協力をお願いします。

使用最大電力
(kw)

5,oook、N

基準電力

事業所Aの一昨年8月6日
の口ードカープ(kw

4,250kw

一昨年夏の使用最大電力(kw)の実績値
(伊D 5,oookw

.ライフラインの機能維持について

節電により、病院や鉄道等のライフライン機能等の維持に支障が出る場合に
は、機能維持ヘの支障が生じない範囲で自主的に目標を設定して節電をお願いし
ます。その場合には、事業所の業務部門(オフィス部門・間接部門)については

扉

15亨6以上

の節

.

今夏の節電目標(使用最大電力κWの値)
(停D 自標:4,250kWを超え恋いようにする

...

.

北海道電力管内の共通目標(関西の場合'15%以上)の節電をお頁いし荻す。
当該事業所における業務部門以外の部門においては、平成23年期の東京・東

.

.

匪

節電をお願いしたい時間帯

..

北電力管内における電気事業法27条の適用に当たっての制限緩和措置の考え方を
参考として下さい。

.

12:00

歯. 知

14:00 18:00

20:00

時



今夏の節電ヘのご協力のお願い

.夏季の電力需要の特徴について
需要全体としては、特に日中(13:00-16:0ω頃に最大ピークとなる傾向にあ
の、特にこの時間帯の節電が重要となります。

kW

夏期平日の電力の使われ方(イメージ)

需要

①十②十③

13:00-16:00の節電力叫寺に重要です

①大口

③家庭

②小口

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23

熱中症にご注意下さい

屋内でも熱中症にかかる場合があります。

適切な室温管理や水分補給に留意頂く等、十分にご注意ください。
特に、ご高齢の方や体調に不安のある方はお気をつけください。

^
節電をお願いしたい時問帯

20:00

時刻



夏の節電<「でんき予報」と緊急時のお願い>

.でんき予報のご案内

でんき予報を参考にして頂き、黄・赤となった場合には
一層の節電にご協力をお願い致します。

安定した やや厳しい

需給状況 需給状況

.緊急時の一層の節電のお願い

^

^

JN

玉
旻

非常に厳しい

需給状況

気温の急激な上昇や、発電所のトラブル停止などにより、
需給ひっ迫が想定される場合には、計画停電等の回避の
ため、政府より、予め「電力需給ひっ迫警報」を発令し
緊急の節電をお願いさせて頂く場合があります。

・需給ひっ迫報の発令
,TV、ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いたメー
の宛先(最終ページ)等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

1日夕方~

厳しい

需給状況

JN
旻

孤 f

非常に厳しい

需給状況

関西電力の例

妙
ーー^

・需給ひっ迫警報の発令
・TV、ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いたメール
の宛先(最終ページ)等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

、メ

需給のひっ迫による計画停電等を回避

緊急速報メール」で携帯電話に一斉にお知らせ。
一定の予備率が確保された場合には配信しない)

※状況に応じて運用の変更があの得声す。

声
、

゛
.

.

.

.
、



オ

皿

スピ

='

電肖費特徴

VV

30

電力消費のうち、空調用電力が約48%、照明及びOA機器
40%を占めます。

これらを合わせると電力消費の約88%を占めるため、
特に効果的です。

要

費

費

4

機

三=



オ スビル

.

願いします
執務エリアの,系明を半分程度間引きする。

使用していないエリア(会議室、廊下等)は消灯を徹底する。

執務室の室内温度を28゜Cとする(または、風通しなど室内環境に配
しつつ、 28゜Cよの若干引き上げる)。

使用していなし)エリアは空調を停止する。

長時問席を離れるときは、 OA機器の電源を初るか、スタンパイモードにする。機器

さらに節

室内のC02一度の基準範囲内で、換気ファ'ンの一定時間の停止、または聞欠運転
佐よって外気取入れ.,を調整する(外気・入による負荷を減らすため)。

日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、.すだれを活用する。

冷凍機の冷水出口温度を高めに設定し、ターボ冷凍機、'ヒートポンプ等の動力
を削減する'(セシトラル式空調の場合)。

メンテナンスや日尽の節電努力もお願いします
,

昼休みなどは完全消灯を1山掛ける。
゛

従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。)

フィルタ「を定期的に清掃する(2週間に一度程度が目安)。

電気室、サーパー室の空調設定温度が低すぎなし.、かを確認し、見直す。

室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射日光を避ける。

電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。

自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。

デマンド監視装置を'入し、報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

コージェネレーション設備を所有している場合は、発電優先で運転する。

需給調整契約(料金インセンティブ)に基づくピーク調整、自寡用発電機の活用、操業シフト等。

.

.E己している節電効果は、建物全体の消賢電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
・空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各尽の建物の利用状況により削減値は異殻の該す。
・方策によの効果が量複するものがあるため、単純に合計はできません.
.節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適句なものと恋らをいようご注意下さい

.

ビル全体の節電目標と具体的アクションについて、関係全部門・テナントへ理解と
協力を求める。

節電担当者を決め、責任者.(ビルオーナー・部門長)と関係全部門・テナントが出席した
フォローアップ会議や節電パトロールを実施する。

従業員やテナントに対して、'宏庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

.

.

.

.
皿
圏
:
亜
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:
:
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盤
盟



ビルオーナー・テナントの皆様ヘのお願い

テナントの皆様ヘのお願い

<照明>

オーナーとご相談頂き、 とし ブーθ
、

低下等の節電をお願い致します。
<空調>

固リの空き0のスイッチをオフにして下さい(オーナー側で空調を集中管理する場合)。

慶ビルオーナーの皆様ヘのお願い

<,系明>

①労働安全衛生法上の照度基準の下限値(300ルクス)を基本にビル全体で調整してい
ただくようお願い致します。(例:750ルクス→400ルクス)

②ビル全体として適度恋照度となるよう照明の間引きや照度の低下等、テナントの皆様
へのお声掛けをお願い致します。

<空調>

テナントの皆様には、不要恋個別空調のスイッチをオフにしていただく等のお声掛け
をお願い致します。(可能な場合はオーナー様で空調の集中管理をお願い致します。)

<換気>

CO'農度を管理して頂き、建築物衛生法及ぴ労働安全衛生法上の室内CO.濃度基準
(1,000即m以下)をべースとし、過度な換気による冷房効率の低下とならないようお願

い致します。

.

.

.

こブー 一θ召θの日 θ召 の

.

.

瓢
.

.

.
.
.
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店百貨店

売店電肖費特徴

グス

VV

ど

電需要

費

これらを合わせると電力消費の約83%を占めるため、
特に効果的です。

費

日 t糸勺26

、

蔵 蔵庫

費

電

電

冷

電

電



卸・小売店

'

翻
';、いします

・店舗の照明を半分程度間引きする。

・使用していないエリア(事務室、休憩室等)や不要な場所(看板、外部照明、
駐車場)の消灯を徹底する。

・店舗の室内温度を28゜Cとする(または、風通しなど室内環境に配し
つつ、 28゜Cより若干引き上げる)。

・業務用冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ショ・ケースの消灯、凝縮器の洗浄を行う。

^
躋翻

雁翻

'

さらに節

・室内のC02、度の基準範囲内で、換気ファンの一定時閻の停止、または閻欠
運転によって外気取り入れを調整する(外気遜入による負荷を減らすため)。

・ピーク時問を避けるため、営業時間や営業日を短縮・シフトする。
(系列5店舗閻で輪番平日一日休業又は営業時間短縮した場合。)

メンテナンスや日々の節電努力もお願いします

躍N
・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消賓電力削減。)

・使用していないエリア(事務室、休憩室等)は空調を停止する。

・フィルターを定期的に清掃する(2週間に一度程度が目安)。

日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

・搬入口やパックヤードの扉を必ず閉め、売場の冷気流出を防止する。

・電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

・調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

器

・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割含の目安です。
・空調については電気式空調を想定してい薮す。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各勾の建物の利用状況により削減値は異なります。
・方策にょり効果が望複するものがあるだめ、単純に合計はでき談せん。
・節電を意識しすぎるあ談り、保健衛生上、安全上及び管理上不適物なものとなら恋いようご注意下さ

建物全体に対
する節電効果

13%

2%

4%
(+2勺の堤合)

・冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹出し口には商品を置か恋いようにすると共に、
定期的に清掃する。

・オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースについては、冷気が漏れないようビニールカーテンなど
を設置する。

・デモンストレーション用の寡電製品などはできる限り電源をオフにする。

・電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。

・自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。

・デマンド監視装置を導λし、報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・コージエネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。

・需給調整契約(料金インセンティブ)に基づくピーク調整、自寡用発電機の活用等。

コンセント
動力

1%

の他

従業員ヘの節電の啓発も大事です

・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員ヘ理解と協力を求める。

・節電担当者を任命し、任者(店長、部門長など)と関係全部門が出席したフォローアップ会議
や節電パトロールを実施する。

・従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

8%

10%
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食品スフーパ」

.食品ス」パーの電力消費の特徴

ピ一1日' .圭=三

・平均的な食品スーパーにおいては、日中(10時~19時)に高い電力消費が続きます。

図1:食品スーパー(事例)における電力需要力ーブのイメージ

kvv

費

需星 f 部.; 毛

電力消費のうち、冷凍冷蔵(冷蔵庫、ショーケース等)力焦り35'%、空調および照明(一般照
明、ショーケース用照明)が糸勺49%を占めます。

電費約.を ためれらの分野における節電対策は特

1乳

パーにおける用
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5つの基本アクションをお願いします

店舗の照明を半分程度間引きする。

使用してい塚いエリア(事務室、休憩室等)や不要恋場所(看板、外部照明、
駐車場)の消灯を徹底する。

店舗の室内温度を28゜Cとする(または、風通しなど室内環境に配
つつ、 289Cよ若干引き上げる)。

使用していないエリア(事務室、休憩室等)は空調を停止する。

業務用冷凍・冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵油ーケ・スの消灯、凝縮器の洗浄
を行う。

園

語測

胤翻
膿劉

圏翻

室内のC02濃度の範囲内で、換気ファンの一定問の停止、または間欠
運転によって外気取り入れ"を調整する(外気・入による負荷を減らすため)。

ピーク時間を避けるため、営業時間や営業日を短縮・シフトする。
(系列5店舗閻で輪番平日一日休業又は営業時間短縮した場合。)

従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。)

・日躬を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

・フィルターを定期的に清掃する(2週閻に一度程度が目安)。

・室外機周辺の障害物を取の除くとともに、直別日光を避ける。

・搬入口やパックヤードの扉を必ず閉め、売場の冷気流出を防止する。

・電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

・冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹出し口には商品を置かないようにすると共に、

闘

.

建物全体に対
る節電効果

11%

2%

1%
十2气ユの、合)

1%

5%

^

゛

.

翻

・オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースに冷気流出防止用ビニールカーテンを設置する。

・調理機器、業務用冷凍・冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

・電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く

・自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。

.デマンド監視装置を導入し、'報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・コージエネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。

・需給調整契約(料金インセンティプ)に基づくピーク調整、自家用発電機の活用等。

実行
チエック

^、

'一

^

.

従業員ヘの節電の啓発も大事です

・店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員ヘ理解と協力を求める。

.節電担当者杏決め、.任者(店長倍E門長)と関係全部門が出席したフォローアップ会議や
節電パトロールを実施する'

・従業員に対して、寡庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

亜

4%

10%

食,スーハー

記蹴している節電効果は、建物全体の消'電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
・空調については電気式空調を想定してい弐す。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各凡の建物の利用状況によの削減値は異なります。
・方策によの効果が重複するものがあるため、単純に台計はできません。
、節電を意識しすぎるあまの、保健衛生上、安全上及び管理上不適如塚ものとなら葱いようご注意下さし
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医療機関

.医療機関

病院

病院

療斤

療等

機

ど

電消費

W

療

機

特徴

要

が糸. t糸 3費

これらを合わせると電力消費の約75%を占めるため、
特に効果的です。

0

費

ルヘ"ータ,
4%

図2

典'.資源工才、ルギー庁推計

療機関における用途別電力消費比率
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療機関

^

使用していない工りア(外来部門、診療部門の診療時間外)は消灯を徹底する'

病棟、外来、診療部門(検査、手術室等)、厨房、管理部門毎に適切な温度設定
を行う。

使用していないエリア(外来、診療部門等の診療時間外)は空調を停止する。

日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

願いします

さらに節

胤翻
室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠

運転にょって外気取り入れ.を調整する(外気導入にょる負荷を減らすため)。

メンテナンスや日んの節電努力もお願いします

従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、

病棟では可能な限り天井照明を消灯し、スポット照明を利用する。

フィルターを定期的に清掃する(2週間に一度程度が目安)。

搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流出を防止する。

電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

電気式オートクレープの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。

電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。

自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。

デマンド監視装置を導入し、'・報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。
'

コージエネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。

コンセント
動力

・記載している節電効果は、建物全体の消電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
・空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各凡の建物の利用状況にょり削減値は異恋ります。
方策によの効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適物恋ものと恋らないようご注意下さし

建物全体に対
する節電効果

4%

4%

1%

1%

1%

実行
チエック

医療機関関係者ヘの節電の啓発も大事です

節電目標と具体策について、職員全体に周知徹底し実施する。

飾 節電担当者を任命し、責任者(病院長・事務局長など)と関係全部門が出席したフォローアップ
会議や節電パトロールを定期的に実施する。

医療機関関係者に対して、寡庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

需給調整契約(料金インセンティブ)に基づくピーク調整、自家用発電機の活用等。

.

E^図

※ご注意
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ホテル・旅館

.ホテル

1日

・旅館の電力消費の特徴

のピー

・ホテル・旅館においては、日中(9時~20時)に高い電力消費が続きます。

図1:シティホテル(事例)における電力需要力ーブのイメージ

kW

電力消費のうち、空調が約26%、照明が約31%を占めます。
(グラフの照明比率の構成としては、概ね、客室:客室以外=1:7と恋っています。)

これらを合わせると電力消費の約57%を占めるため、これらの分野における節電対策は特
に効果的です。

'邸.;

その他

31%

出典:資源エネルギー庁推計

図2:電気式空調を中脚とするホテル

1しへ、ータ

8%

0力調
6%

空調、照明
で約57%

θ系明

31%

出典:資源エネルギー庁推計

旅館における用途別電力消費比率
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〒
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・旅館

賦遵風

記城している節電効果は、建物全体の消'電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
・空調にコいては電気式空調を想定Uてい弐す。
一定の条件の元での試算結果ですので、各Rの建物の利用状況により削減値は異悲ります。

・方策によの効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適蜘殻ものと恋らないようご注意下さ

願いします

客室以外のエリアの照明を半分程度間引きする。

・使用してい恋いエリア(会議室、宴会場等)は空調を停止する。

・ロビー、廊下、事務室等の室内温度を28゜Cとする(または、風通しな
ど室内環境に配慮しつつ、'28゜Cより若干引き上げる)。

さらに節電効果が大きい以

幽
・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40.%消賢電力削減。)

・宴会場の準備、片付けの際には一般照明のみ点灯し、演出照明(シャンデリア等)は消灯する。

・宿泊客ヘの協力要請を通じて、客室の照明を抑制する(使用していない照明の消灯等)

・厨房排気を確認し適正恋風室に調節する(過大な場合は外気を誘引してしまうため)。

・車の動きが少恋い時閻帯の駐車場給排気ファンの間欠運転をする。

・電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

・日射を遮るために、.ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

・痛泊客ヘの協力要請を通じて、客室の空調を抑制する(温度設定を上げる等)。

・客室冷蔵庫のスイッチは「如」で待機する。

..給湯循環ポンプの10時~17時(空室時)の流削減薮たは停止する(中央給湯方式)。

・電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く

・自勧販売機の管理者の協力の下、冷却停止時問の延長等を行う。

・デマンド監視装置を導入し、報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する

・コージエネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。

・需給調整契約(料金インセンティブ)に基づく自寡用発電機の活用等。

.'ー

6:の

建物全体に対
する節電効果

13%

1%

1%

を

実行
チエック

従業員や病泊客ヘの節電の啓発も大事です

施設全体の節電目標と具体策について、従業員全体に周知徹底し実施する。

節電担当者を任命し、任者(支配人・部門長など)と関係全部門が出席したフォローアップ会議
電 や節電パトロールを定期的に実施する。

館内での貼り紙恋どを通じて宿泊客ヘ節電を呼びかける。

従業員に対して、寡庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。
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①今夏の節電ヘのご協力のお願い

②夏期の電力需要の特徴

③業種別の節電メニューの例

・オフィスビル

・卸・小売店(百貨店、ドラッグストア等)

.':食品1ス、^ノ丈^

・医療機関(病院、診療所)

・ホテル・旅館

・飲食店(ファミレス、居酒屋等)

・学校(小中高校)

・製造業

・記載例

④取組の例

⑤節電・省エネ関連補助金一覧
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今夏の節電ヘのご協力のお願い

匪事業者の皆様ヘの節電のご協力のお願い

今夏、北海道電力管内において電力不足が懸念されます。政府、電力
会社においては、引き続き供給力の確保に最大恨の努力をして参のます

ゞ、それでもなお電力需要と供給力にはギャップが発生することが懸念
されます。

大変なご迷惑をおかけしますが、需給ギャップによる停電の発生を回
避するため、ライフライン機能の維持等に支障が生じない範囲で、以下
のとおり節電のご協力をお願い申し上げます。

.節電をお願いしたい期間・時間・節電目棹

7月23日(月)から9月7日(金)まで(お盆期間(8月13日
から8月15日)を除く。)は平日9時から20時までの閻※、
昨年比7%以上の節電にご協力をお願いいたします。
※ 9月10日(月)から14日(金)までは17時から20時ま

での間、同様に節電にご協力をお願いいたします。

北海道電力管内の蛋昂儒之符;翔。2;噐。

日月

1 '

ξ命・ 10
15 16

をお

巨互、 30 31

17 袷 19 ^ 21
24 25 26 27 28

金土

6 7

13 14

〔む封のΞ/1ヌ~15を鰍く)

12

日月火水木金

5.6 7 8 9 10 11

12 4ヲ 14 15 17 18

22 お 24 25

数値目槻なしの節需

7四四.
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今夏の節電ヘのご協力のお願い

圃使用最大電力(kw)の抑御」1
ピーク期間・時閻帯において
9月14日の使用最大電力(kw

例えぱ事業所Aの例の場合、一昨年8月6日の使用最大電力1,oookWに対し、今夏7%以上の
節電により、今夏における平日(8/13-15を除く) 9:00-20:00の時問帯は、使用最大電力
(kw)が、 930kWを超え恋いよう節電ヘのご協力をお願いします。

使用大電力
(kw)

ついて

それぞれの需要寡の一昨年(2010年)7月23日~
の値等を目安とした基準からの節電をお願いし茂す

1,oookw

基準電力

事業所Aの一昨年8月6日(金)
の口ードカープ(kw)

一昨年夏の使用最大電力(kw)の実績値

(例) 2010年8月6日(金) 1,oook゛1

7号6以上

の節

今夏の節電目標(使用最大電力κWの値)
(例)今夏の目標:930kWを超えないようにする

.ライフラインの機能維持について

節電により、病院や鉄道等のライフライン機能等の維持に支障が出る場合に
は、機能維持ヘの支障が生じない範囲で自主的に目標を設定して節電をお願い
します。その場合には、事業所の業務部門(オフィス部門・間接部門)につい
ては北海道電力管内の共通目標('フ%以上)の節電をお願いします。

当該事業所における業務部門以外の部門においては、平成23年夏期の東京・
東北電力管内における電気事業法27条の適用に当たっての制限緩和措置の考え
方を参考として下さい。

節電をお願いしたい時間帯

20:00



今夏の節電ヘのご協力のお願い

.夏季の電力需要の特徴について
夏の北海道における平日の電気の総需要は、日中から夕方の長い時間帯に
ピークが継続することが特徴となっています。
・大口需要寡の電力需要は、全時間帯で大き恋変動がなく推移しています。
・小口需要寡の電力需要は、日中から夕方にかけてピークを形成しています。

kvv

夏期平日の電力の使われ方(イメージ)

総需要

門、ロ

家庭

^

節電をお願いする時間帯

熱中症にご注意下さい

屋内でも熱中症にかかる場合があります。

適切な室温管理や水分補給に留意頂く等、十分にご注意ください。
特に、ご高齢の方や体調に不安のある方はお気をつけください。



夏の節雷<「でんき予報」と緊急時のおい>

.でんき予報のご案内

でんき予報を参考にして頂き、黄・赤となった場合には、
一層の節電にご協力をお願い致します。

.恨くでんホームベーヅ
「でん予」

本日の"
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.緊急時の層の節電のお願い
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隠でん予穎(袋給余力)Φ凡例

気温の急激な上昇や、発電所のトラプル停止などによの
需給ひっ迫が想定される場合には、停電回避のため、
政府より、予め「電力需給ひっ迫警報」を発令し、
緊急の節電をお願いさせて頂く場合があります。

助

前日夕方~

・需給ひっ迫報の発令
・TV、ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いたメー
の宛先(最終ページ)等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

25万kW以下
15万kW血

しい覇鷺に鹸しい

15万kW以下

・需給ひっ追警報の発令
・TV、ラジオ、新聞、町内放送、ホームページ、予め登録頂いたメール
の宛先(最終ページ)等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

、メ

需給のひっ迫による計画停電等を回避

「緊急速報メール」で携帯電話に一斉にお知らせ。
(一定の予備率が確保された場合には配信しない)

※状況に応じて運用の変更があの得ます.
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オフィスビル

.オフィスビルの電力消費の特徴

の

一般的恋オフィスビルにおいては、日中(9時~18時)に高い電力消費が続きます。

図1:オフィスビル(事例)における電力需要力ーブのイメージ

kW

出典.資源エネルギー庁推計

5

のθt

電力消費のうち、空調用電力が約37%、照明及ぴOA機器(パソコン、コピー機等)が
約48%を占めます。

これらを合わせると電力消費の約85%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

その他9%

0 2 4 6 8 10 12

エレベータ

6%

14 16 18 20 22

時

出典:資源エネルギー庁推計

OA機器

19%

空調37%

図2:一般的なオフィスビルにおける用途別電力消費比率

空調、照明

OA機器で
約85%



オ スビ

翻

圃

願いします

・執務エリアの照明を半分程度閻引きする。

・使用してい恋いエリア(会議室、廊下等)は消灯を徹底する。

・執務室の室内温度を28゜Cとする(または、風通し恋ど室内環境に配慮
しつつ、 28゜Cより若干引き上げる)。

・使用していないエリアは空調を停止する。

・長時問席を離れるときは、 OA機器の電源を御るか、スタンパイモードにする。機器

さらに節

.ノ

. 室内のC02、"'度の基準範囲内で、'換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転
によって外気取入れを調整する(外気入による負荷を減らすため)。

日射を遮るために{プライン・ド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

冷凍機の冷水出口温度を高めに設定し、ターボ冷凍機、ヒートポンプ等の動力
を削減する(セントラル式空調の場合)。

します

・昼休みなどは完全消灯を心掛ける。
'

・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。

・フィルターを定期的に清掃する(2週間に一度程度が目安)。

・電気室、サーパー室の空調設定温度が低すぎないかを確認し、見直す。

・室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射日光を避ける。

・電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

・電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコン・セントから抜く

・自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時閻の延長等を行う。

・デマンド監視装置を入し、'報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・コージエネレーション設備を所有している場合は、発電優先で運転する。

・需給調整契約(料金インセンティブ)に基づくピーク調整、自寡発の活用、操業シフト等。

箇

事て

・ビル全体の節電目標と具体的アクションについて、関係全部門,テナントへ理解と
協力を求める。

・節電担当者を決め、・.任者(ビルオーナー.・部門長)と閼係全部門・テナントが出席た
フォローアップ会議や節電パトロールを実施する。

従業員やテナントに対して、.家雇でめ節電の必要性・方法について情報提{,を行う。

.

・ぎ己している節電効果は、建物全体の消"'電力に対する節雷効果の想定割合の目安です。
・空調については電気式空調を想定しています.
・一定の条件の元での試算結果ですので、各凡の建物の利用状況により削減値は異なります。
・方策により効果が旦複するものがあるため、単純に含計はできません。
・節電を意識しすきるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適翊なものと殻らないようご注意下さし

翻

従業
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雪
.
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:
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ピルオーナー・テナントの皆様ヘのお願い

.テナントの皆様ヘのお願い

<θ系明>

オーナーとご相談頂き、ピルとして'f守大θ
の低:E等の節電をお願い致します。

<空調>
個別の空き。のス

.ビルオーナーの皆様のお願い

<照明>

①労働安全衛生法上の照度基準の下限値(300ルクス)を基本にビル全体で調整してい
ただくようお願い致します。(例:750ルクス→400ルクス)

②ビル全体として適度なθ系度となるよう照明の間引きや照度の低下等、テナントの皆様
へのお声掛けをお願い致します。

<空調>

テプントの皆様には、不要な個別空調のスイッチをオフにしていただく等のお声掛け
をお願い致し荻す。(可能な場合はオーナー様で空調の集中管理をお願い致します。)

<換気>
CO.濃度を管理して頂き、建築物衛生法及ぴ労働安全衛生法上の室内CO.濃度基準

(1,000即m以下)をべースとし、過度な換気による冷房効率の低下とならないようお願
い致します。

をオフにして下さい(オーナー側で空調を集中管理する場合)。

に六 -B召B の θ召

.司 .
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.

.

.
.
.

.

.
.
.
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.



卸小売店(百貨店、ドラッグストアなど)

.卸・小売店の電力消費の特徴

=毛Ξj'=゛ 霞' .=Ξ

・平均的恋卸・小売店においては、.日中(9時~18時)に高い電力消費が続きます。

図1:卸・小売店(事例)における電力需要力ーブのイメージ

kvv

空調、照明
冷凍冷蔵で
約81%

出典.資源エネルギー庁推計

小売店における用途別電力消費比率

4ヒ書
、、

・電力消費のうち、空調が約41%、照明力焦り30%、冷凍冷蔵(冷蔵庫、ショーケース等)
力焦辻10%を占めます。

・これらを合わせると電力消費の約81%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

8

0 2 4 6 8 10 12 14

OA機器4%

シヨーケース空調41%
7%

16 18 20

冷蔵庫3%

22

時
出典:資源エネルギー庁推計

図2:一般的恋卸



卸

4つの墓本アクションをお願いします

店舗の照明を半分程度聞引きする。

使用していないエリア(事務室、休憩室等)や不要な場所(看板、外部照明、
駐車場)の消灯を徹底する。

店舗の室内温度を28゜Cとする(または、風通しなど室内環境に配慮し
つつ、 28゜Cより若干引き上げる)。

業務用冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ショ・ケ・スの消灯、凝縮器の洗浄を行う。

店

習
罵W
躋覗

翻翻
室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠

運転によって外気取り入れ冕を調整する(外気導入による負荷を減らすため)。

ピーク時問を避けるため、営業時閻や営業日を短縮・シフトする。
(系列5店舗問で輪番平日一日休業又は営業時間短縮した場合。)

園W
市電努力もお願いし弐す

従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。)

・使用していないエリア(事務室、休憩室等)は空調を停止する。

・フィルターを定期的に清掃する(2週間に一度程度が目安)。

・日射を遮るために、プラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。
J

・搬入口やバックヤードの扉を必ず閉め、売場の冷気流出を防止する。
^

・電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

・調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

・冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹出し口には商品を置かないようにすると共に、
定期的に清掃する。

・オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースについては、冷気が漏れないようビニールカーテンなど
を設置する。

・デモンストレーション用の家電製品などはできる限り電源をオフにする。

・電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く

・自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。

・デマンド監視装置を導入し、'報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・コージェネレ」ション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。

・需給調整契約(料金インセンティブ)に基づくピーク調整、自寡用発電機の活用等。

闘

建物全体に対
する節電効果

14%

3%

3%
2勺の堀合)

.

コン

動

1%

7%

10%

E^

大事です

店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員ヘ理解と協力を求める。

節電担当者を任命し、、挺任者(店長、部門長など)と関係全部門が出席したフォローアップ会議
や節電パトロールを実施する。

従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

・記戯している節電効果は、建物全体の消"電力に対する節電効果の想定割合の目安です。
・空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各尺の建物の利用状況により削減値は異恋ります。
・方策により効果が重複するものがあるため、単純に含計はできません。
・節電を意識しすぎるあ或の、保健衛生上、安全上及び管理上不適切悲ものと怨ら恋いようご注意下さし
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食品スーパー

.食品スーパーの電力消費の特徴

1の

,平均的な食品スーパーにおいては、日中(9時~18時)に高い電力消費が続きます。

図1:食品スーパー(事例)における電力需要力ープのイメージ

kW

10

θヒ暑

電力消費のうち、冷凍冷蔵(冷蔵庫、ショーケース等)が約37%、空調および照明(一般
照明、ショーケース用照明)が約45%を占めます。

これらを合わせると電力消費の約82%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

その他
1896

時

出典:資源工才、ルギー庁

シヨーケース

30%

冷蔵庫7% 出典:資源工才、ルギー庁

図2:一般的恋食品スーパーにおける用途別電力消費比率

空Ξ 20%

空調、照明
冷凍冷蔵で
約82%

、
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良ス

亜
N

クションをお願いします

店舗の照明を半分程度閻引きする。

使用していないエリア(事務室、休憩室等)や不要な場所(看板、外部照明、
駐車場)の消灯を徹底する。

店舗の室内温度を280Cとする(または、風通しなど室内環境に配慮し
つつ、 28゜Cより若干引き上げる)。

使用していないエリア(事務室、休憩室等)は空調を停止する。

業務用冷凍・冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ショ・ケ・スの消灯、凝縮器の洗浄
を行う。

.

語覗

翻翻
さらに節

室内のC02、の基準範囲内で、気ファンの一定時間の停止、または間欠
運転によって外気取り入れ鐙を調整する(外気遜入による負荷を減らすため)。

ピーク時間を避けるため、営業時間や営業日を短縮・シフトする。
(系列5店舗問で輪番平日一白休業又は営業時間短縮した場合。)

廷N
従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消賢電力削減。)

日射を遮るために、プ,ラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

フィルターを定期的に清掃する(2週間に一度程度が目安)。

室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射日光を避ける。

搬入口やバックヤードの扉を必ず閉め、売場の冷気流出を防止する。

・電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

.冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹出し口には商品を置かないようにすると共に、

ニールカーテンを設置する。

・調理機器、業務用冷凍'・冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

.電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く

.自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時問の延長等を行う。

.デマンド監視装置を導入し、'報発生時に、予め決めておいた節電対策を実施する。

・コージ士ネレーション設備を設置している場合は、'発電優先で運転する。

N

督 .

11%

2%

1%
(+2勺の場合

1%

5%

記賊している節電効果は、建物全体の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です.
・空調については電気式空調を想定していぎす。
.一定の条件の元での試算結果ですので、各々の建物の利用状況により削減値は異恋ります。
・方策により効果が靈複するものがあるため、単純に含計はできません。
.節電を意識しすぎるあ談り、保健衛生上、安全上及び管理上不適蜘恋ものとならないようご注意下さ

コンセン

動力

.

.

3%

10%

^

店舗全体の節電目標と具体的アクションについて、従業員ヘ理解と協力を求める。

節電担当者を決め、責任者(店長倍B門長)と関係全部門が出席したフォローアップ会議や
節電パトロールを実施する。

従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。.
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医療機関(病院、診療所など)

歴医療機関(病院・診療所等)の電力消費の特徴

1 のの

・平均的な医療機関(病院・診療所等)においては、日中(8時~17時)に高い電力消費
が続きます。

図1:医療機関(事例)における電力需要力ーブのイメージ

kW

12

4 ヒの''閑.ミ 夛=_

・電力消費のうち、空調が約36%、照明が約39%を占めます。

・これらを合わせると電力消費の約75%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

0 2 4 6 8 10 12 14 16

エレベ、^タ

4%

OA機器4%

18 20 22

時

出典:資源エネルギー庁推計

その他
1796

空調36%

図2:一般的な医療機関における用途別電力消費比率

空調、照明
で約75%

出典:資源エネルギー庁推計

、
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医療機関

つ 一フ 之ヨン

使用していないエリア(外来部門、診療部門の診療時間外)は消灯を徹底する。

病棟、外来、診療部門(検査、手術室等)、厨房、管理部門毎に適増な温度設定
を行う。

使用していないエリア(外来、診療部門等の診療時間外)は空調を停止する。

日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

お願いします

さらに首

胤W
メンテナンスや日勾の節電努力もお願いします

・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。、
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換しだ場合、約40%消費電力削減。

・病棟では可能な限り天井照明を消灯し、'スポット照明を利用する。

・フィルターを定期的に清掃する(2週間に一度程度が目安)。

・搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流出を防止する。

・電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

・調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

・電気式オートクレーブの詰め込み過ぎの防止、定期的恋清掃点検を実施する。

・電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、'エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。

・自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。

・デマンド監視装置を導入し、'報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

・コージエネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。

室内のC02濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠

運転によって外気取の入れ'を調整する(外気導入による負荷を減らすため)。

コツセン

動力

・記載している節電効果は、建物全体の消費電力に刻する節電効果の想定割合の目安です。
・空調については電気式空調を想定しています。
・一定の条件の元での試算結果ですので、各凡の建物の利用状況により削減値は異及ります。
・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はでき談せん。
・節電を意識しすぎるあまの、保健衛生上、安全上及び管理上不適御なものと恋ら恋いようご注意下さし

医療機関関係者ヘの節電の啓発も大事

・節電目標と具体策について、臓員全体に周知徹底し実施する。

・節電担当者を任命し、'任者(病院長・事務局長など)と関係全部門が出席したフォローアップ
会議や節電パトロールを定期的に実施する。

・医療機関関係者に対して、宏庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

・需給調整契約(料金インセンティプ)に基づくピーク調整、自寡用発電機の活用等。

.

区回図
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ホテル・旅館

.ホテル・旅館の電力消費の特徴

のピーのの

・ホテル・旅館においては、日中(7時~19時)に高い電力消費が続きます。

図1:シティホテル(事例)における電力需要力ーブのイメージ

kW

話茎'閑.五

電力消費のうち、空調が約26%、照明が約31%を占めます。

(グラフの照明比率の構成としては、概ね、客室:客室以外=1:7となっています。)

これらを合わせると電力消費の約57%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

時

出典:資源エネルギー庁推計

その他31%

エレベ^タ
8%

コンセント4%

空調26%

図2

出典:資源エネルギー庁推計

一般的なホテル・旅館における用途別電力消費比率

空調、照明
で約57%
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=
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3つの基本アクションをお願いします

肌砺編儒麗・客室以外のエリアの照明を半分程度間引きする。
・使用していないエリア(会議室、宴会場等)は空調を停止する。

・ロビー、廊下、事務室等の室内温度を28゜Cとする(または、風通し葱
ど室内環境に配慮しつつ、 28゜Cより若干引き上げる)。

.館

・記載している節電効果は、建物全体の消電力に対する節電効果の想定寄」合の目安です。
・空調については電気式空調を想定してい佳す。

一定の条件の元での試算結果ですので、各凡の建物の利用状況によの削減値は異恋の韮す.
・方策により効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません。
・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及び管理上不適切恋ものと恋ら悲いようご注意下さい

翻
らに節竃効果が大きい以

・客室外気給気/浴室排気システムの場合は、伯時~17時の送風
または停止する。

・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消賢電力削減。)

.宴会場の準備、片付けの際には一般照明のみ点灯し、演出照明(シャンデリア等)は消灯する。

・宿泊客ヘの協力要請を通じて、客室の照明を抑制する(使用してい尿い照明の消灯等)

・厨房排気を確認し適正な風量に調節する(過大恋場合は外気を誘引してしまうため)。

・車の動きが少ない時間帯の駐車場給排気ファンの閻欠運転をする。

・電気以外の方式(ガス方式等)の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。

白射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

宿泊客ヘの協力要請を通じて、客室の空調を抑制する(温度設定を上げる等)。

客室冷蔵庫のスイッチは「仞」で待機する。

給湯循環ポンプの10時~17時(空室時)の流削減または停止する(中央給湯方式)。

電気式給湯機、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。

自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。

デマンド監視装置を導入し、報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。

コージェネレーション設備を設置している場合は、発電優先で運転する。

需給調整契約(料金インセンティプ)に基づく自寡用発電機の活用等。

コンセント
動力

建物全体に対
する節電効果

13%

1%

1%
(+2勺の堀合)

を50%風

実行
チエック

、

従業員や宿泊客ヘの節竃の啓発も大事です

施設全体の節電目標と具体策について、従業員全体に周知徹底し実施する。

節電担当者を任命し、任者(支配人・部門長など)と関係全部門が出席したフ万口ーアップ会議
や節電パトロールを定期的に実施する。電

・館内での貼り紙などを通じて宿泊客ヘ節電を呼びかける。

・従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

2ツ

※ご注意
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飲食店(ファミリーレストラン、居酒屋、ファーストフード店など)

閉飲食店の電力消費事例

日

・24時閻型・昼型・夜型怨ど営業種別によの営業時間帯が異なり、外気温や入客状況に応
じて電力消費の状況が大きく異恋ります。

図1:飲食店における電力需要力ーブの事例
240寺詫里雪竺 ^一〕^^彗旦

伊D ファミリーレストランなど 仮D 居酒屋恋ど

図2:飲食店における用途別電力消費比率の事例

^
^

空調、照明
厨房機器等
で約97%

宅0

0

時0,,13 1罫 1丁 1.21 ユき135丁

朝~夜型伺D ファーストフード店、カフ工など

出典:資源エネルギー庁推計
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・電力消費のうち、空調が約46%、照明が約29%、厨房機器等礁合}易冷蔵庫・ショー
ケース等)で約22%を占めます。

・これらを合わせると電力消費の約97%を占めるため、これらの分野における節電対策は
特に効果的です。
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飲食店

好飲食店ぽ宮美形館ごと仁留力使用の形詣力犹きぐ兵衣る之め、各殷傭ごとの紡毎事を記蹴bてι1弐ず。

3つの基本アクションをお願いします

園
使用していないエリア(事務室等)や不要な場所(看板、外部照明等)
の消灯を徹底U、客席の照明を半分程度間引きする。

躍
店舗の室内温度を2800とする(または、風通しなど室内環境に配慮し
つつ、 28゜Cより若干引き上げる)。

冷凍冷蔵庫の庫内は詰め込みすぎず、庫内の整理を行うとともに、温度
厨 調節等を実施する。

・空調については電気式空調を想定していミす。
・一定の条件の元での試辱結果ですので、各凡の建物の利用状況により削減値は異なりぎすし
・節電を意識しすぎるあまり、保健衛生上、安全上及ぴ管理上不適蜘恋ものとならないようご注意下さし

メンテナンスや日尺の節電努力もお願いします

翻
・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。

厨

・使用していない機器信周理機器など)のプラグを抜く。

・調理機器の設定温度の見直しを行う。

業務用冷蔵庫のドアの開閉回数や時間を低減し、冷
設置する'



学校(小中高)

学校(小中高)の電力消費の特徴

のピー日1日

・一般的な学校においては、日中(8時~16時)に高い電力消費が続きます。

図1:公立小学校(事例)における電力需要力ーブのイメージ

kW

R ヒの'閑.; 毛

夏期の就学日におけるピーク時は、照明が約74%を占めています。
(グラフの照明比率の構成としては、概ね、体育館:教室・臓員室・廊下=1:6と恋っています。

教室部分に空調を設置してい恋い場合が多いため、照明の比率が高くなっています。ただ
し、空調を設置している学校については空調の比率が高くなることに留意が必要です。

0 2 4 6 8 10 12

出典:資源エネルギー庁推計

一般的な学校における用途別電力消費比率

14 16 18

OA機器

7%

20 22

時
出典:資源エネルギー庁推計

動力

12%

その他

7%

照明で
約74%
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校 中

照明での基本アクションをお願いします

メンテナンスや日凡の節電努力もお願いします

従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯やLED照明に交換する。
(従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合、約40%消費電力削減。

体育館等で使われる水銀ランプを、セラミックメタルハライドランプに交換する。
(水銀ランプをセラミックメタルハライドランプに交換した場合、約50%消費電力削減。.)

・プール用水のろ過フィルタを清掃する。
,

・待機電力を削、する。
1 やコ'ーレ亀^

・献立や調理の工夫によの食等を減らして食
大ピーこ

・手洗い等、水の流し放し、水の出しすぎに注

・節水こま、泡沫水洗を使用する。

学校関係者ヘの節電の啓発も大事です

電教育を行い、児童・'生徒等の自発的恋活動を推進する。

校長先生等)と関係者が出席したフ万口ーアップ会識や節電ノ

・記磁している節電効果は、建物全体の消,電力に対する節電効果の想定割合の目安です.
・空調については電気式空調を想定しています。
.一定の条件の元での試算結果ですので、各凡の建物の利用状況により削減値は異なります。
・方策によの効果が重複するものがあるため、単純に合計はできません.
.節電を意識しすぎるあ歌り、指遜上、保健衛生上、安全上及び管理上不適靭なものと恋ら恋いようご注意下さし

踊
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製造

.製 業の電力肖費

='

特徴

ij'ー

゛

、働時0

゛'゛゛゛、、゛゛'゛'、゛゛'、゛゛'、゛゛'ゞ'゛゛'、゛゛'ヘ゛゛"゛゛'ぐ゛゛、、゛

1

主な業種:金属加工、自動車部品製造、

電気・一般機械製造(組立)など
負荷設備:生産機械、電気炉、空調・照明など

1詣喜の部,ミ

電力消費のうち、
です。

業種(生産品目)

.

.

ニ」1ヨ討Ξ」'

生産設備が占める割合が高いため、'生産工程の節電対策は特に効果的

や必要な生産環境(空調)に応じて・電力消費・形態が異なります。

'

図:製造業の用途別電力消費比率事例

゛'ぐ,.゛'゛、ゞ゛4,ぜ'气゛ゞ゛'9冬,゛.'゛、゛゛゛゛゛゛゛゛゛'゛゛.、゛,'゛゛゛゛゛

1 主恋業極:食品加工、電気"・'半、体製造など

負荷設備:生産機械、空調・照明、

クリーンルーム、冷凍・冷蔵設備など

出典;資源エネルギー庁推計

20

,、、、、、・・1

一般ま九備一

(空調,'・照明)

下7%

出典:資源エネルギー庁推計
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製造業

必製造美ぽ痩8グごと仁雪力使眉の形飾力状きぐ兵衣るだめ、各詔傭ごとの紡雪璃を詔財bτωま式

備の電源オフ及・不要又{待機状,にある
止を徹底する。

気炉、電気加熱"置の断熱を強化する。
(節電効果:保温施工の実施例)

・使用側の圧力を見直すことによりコンプレッサの供給圧力を低減する。
における0,1MP且減(節電

・コンプレッサの吸気温度を低減する[設置場所の室温と外気温を見合いする]。
10:に'1

・負荷に応じてコンプレッサ・ポンプ・ファンの台数制御を行う。
^

コンプレ・サ5ムシステムでピーク荷60、・80゜ ^

・インパータ機能を持つポンプ・ファンの運転方法を見直す。
,し全圧が80 と六っこによインパー;の状の

冷凍機の冷水出口温度を高めに設定し、ターハ冷凍機・ヒートポンプ等の動力を削減
する。(節電効果:利用側の状況を認しながら7で一9'Cヘ変更した'ロ

,

.、ピーク抑制司

・生産用動力の起動を節電時問帯の前にシフトする。

・事務作業等の時間を調整し、電カピークをシフトする。

・需給調整契約(料金インセンティブ)に基づくピーク調整、自寡発の活用、操業シフト等。

15%

8%

※ご注意・記靴している節電効果は、機械・設備毎の消費電力に対する節電効果の想定割合の目安です
そのため、設備内容や利用状況等によって効果は異なる燭合があります。

・空調については電気式空調を想定しています.
節電を意識しすぎるあまの、保健衛生上、安全上及び管理上不適功恋ものとならないようご注意下さい。

一般設備(,.

使用していないエリアは消灯を徹底する。

白熱灯を電球形蛍光ランプやLED照明に交換する。
ED,明、にしたノランプ 合白'灯60VV→

工場内の温度を280Cとする(または、風通しなと室内環境に配慮しつつ、
28勺より若干引き上げる)。
(節電効果:室内温度設定を2で上げた堀合)

外気取入量を調整することで換気用動力や熱負荷を低減する。
(節電効果:換気ファンの間欠運転または停止により30ヲ、0導入口を低減した堺合)

・室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射日光を避ける。
によし,をかけた日射の影を 1

使用

白熱'
(電

モーター等の回転機の空云

盟 8%

その他の節電メニユ

・デマンド監視装置を入し、報発生時には予め決めておいた節電対策を実施する。

・設備・機器のメンテナンスを適翊かつ定期的に実施することでロスを低減する。

・節電担当者を決め、貴任者(社長・工場長)と関係全部門が出席したフォローアップ
会議や節電パトロールを実施する。

・従業員に対して、寡庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。

機械・設織毎の
節電効果

①76%
%

実行
チエック

6%

10%

合

Ξ
=
.ず

.
r

=
.

雫

%
%
%
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記'例
《オフィスピルの場合》

まずは、 5

本計画に盛.り込む節電メニユーを選奇ましょう()。
※基本田フ勿ションはできるだ1寸盛の込みましょう。
※実施できないメニユーを盛切,込む必要は商切ません。

,願いします'

1

執務エリアの照明を4分の1程度間引きする。

使用していないエリア(会議室、廊下等)は消灯を徹底する。

執務室の室内温度を28ヤ、とずる(韮だは、・風通しなど室内環境に配
しつつ、'28勺より若干引き上げる)。

使用してい恋い'エリアは空調を停止する。
J 一

長時間席を離れるときは、 OA機器の電源を靭るか、スタンバイモード1qシ知一ず

参考

杢転
自社の実状に応.てフォーマットの対策・数値を

室内のC02濃度四 アレンジしてい尼だいて結構です。
によって外気取ス

日射を遮るために、ブラインドξ遮熱フィルムイひさし、すだれを活用する。

冷凍機の冷水出口温度を高めに設定し、ターボ冷凍機、ヒートポンプ等の動力

を削減する(セントラル式空調の場合)。

メンテナンスや日凡の節電のお願い
闡t

昼休みなどは完全消灯を1小掛ける。

・4分の1の照明を従来型蛍光灯からHf蛍光灯に交換する。
ノ

従来型蛍光灯からHf蛍光灯又は直管形LED照明に交換した場合オ匂40.%消費電力削減。
,

フィルターを定期的にジ
自社の実状に応旧てフォーマットの対策・数値を

電気室、.サーバー室のヨアレンジしてい起だいて結構です。
室外機周辺の障害物を取り除くとともに、'直射日光を避ける。

空'熱 保,し、る'合1 そ'をT先'、外工(ガ
=

.、、

4%

2%

1%

、

日
目
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
:
興)

冒
盟
.
W



'フ%以上を目指した節電の取組仮

オフィスピルの場合

・執務エリアの照明1/'4程度間引き

・設定温度を28゜Cにするなど、適切な空調利用を徹底

ドラッグストア(卸・小売店)の場合

・店舗の照明を1/4程度間引き

・空調の設定温度を28゜Cに

食品スーの場合

店舗の照明を1/4程度間引き

業務用冷凍・冷蔵庫の台数を限定
冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、
凝縮器の洗浄

' 896

' 3%

合計

ソティホテル(ホテル・旅館)の場合

客室以外の照明を半分程度間引き

' 796

' 3%

(='1496× 1/2)

合計 1096

学校(小中高)の場合

教室職員室、廊下等の照明を3割程度間引きする

1 196

' 6%

' 5%

合計 1196

'1396

(='1796 × 3/'4)

1296



・'エネ関連

エネ投支援

エネルギー使用合理化事業者支援補助金
(民間団体等分)

家庭・事業者向けエコリース促進事業

環境配慮型経営促進事業に係る利子補給事業

先進対策の効率的実施による
業務C02排出大幅削減事業

地域における市場メカニズムを活用した低炭素化推進
事業

ーハン・オフセット及
オフセット・クレジット(J-VER) 1 の進事

宅・建築物の省エネ支援

高効率ガス空調設備導入促進事業費補助金

金

工才、ルギー管理システム(BEMS・H副S)導入促進事業

住宅・建築物のネット・ゼロ・工才、ルギー化推進事業

環境・ストック活用推進事業(住宅・建築物省C02先事業、
建築物省エネ改修推進事業、住宅のゼロ・エネルギー化推進業)

多断等による支援

省エネルギー対策入促進事業費補助金

C02削減ボテンシャル診断・対策提案事業

池入支

定置用りチウムイオン蓄電池導入支援事業費

コジェネ等の自家発入支援

自家発電設備入促進事業

ガスコージェネレーション推進事業費補助金

病院等ヘの
コージェネレーションシステム緊急整備事業

民生用燃料電池入支援補助金

生可能工才、ルギーの支援

住宅用太陽光発電入支援対策費補助金

再生可能エネルギー等入地方公共団体支援基金事業
(グリーンニューディール基金)

再生可能エネルー等導入推進基金事業
(グリーンニューディール基金)
温泉エネルー活用加速化

廃棄物工才、ルギー導入・低炭素化促進事業

農山漁村再生可能エネルギー入事業

環境省

資源エネルー庁
省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー対
総合境政策局

総含環境政策局
環境経済課

球環境局
地球温暖化対策課

メカニズム室

地球環境局
地球温暖化対策課

メカニズム

地球環境局地球温暖化対策課
市場メカニズム室

環境省

経済産業省

経済産業省

03-3501-9726

03-5521-8240

03-5521-8240

経済産業省

国土交通省

源エネルギー庁

電力・ガス業部
ガス

源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課

源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー対

住宅局住宅生産課

03-5521-8354

03-5521-8354

経済産業省

環境省

03-5521-8354

03-3501-2963

経済産業省

源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部

エルー対

地球環境局地球温暖化対策課
市場メカニズム室

03-3501-9726

経済産業省

経済産業省

環境省

経済産業省

03-3501-9726

03-5253-8510

商務情毅政策

源エネルギー

扱力・ガス事業部
力基

源エネルギー庁
電力・ガス業部
ガス整備

地球環境局
地球温暖化対策課

源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部

料電池推進室

、

03-3501-9726

03-5521-8354

経済産業省

環境省

03-3501-6944

資源エネルギー庁
省エネルギー・新工木ルギー部

エネルギー

総合環境政策局環境計画課

03-3501-1748

環境省

03-3501-2963

03-5521-8339

農林水産省

03-3501-7807

地球環境局地球温暖化対策課

食料産業局
再生可能工才、ルギーグループ
農村振興局整備部農村整備官

03-3501-4031

03-3581-3351

03-3581-3351

0̂3-5521-8337

03-5501-3156

^



夏の節電<節電・電力需給に閲する情報等>

節電・電力需給に関する情報等

.節電・電力需給に関する情報をWebでご紹介しています

政府の節電ポータルサイト「節電"OJP」

hせ://VVVVVV.setsuden o

〒又済産業省ホームページ

htt ://Vvvvvvmetl o' etsuden/index.html

=需給ひっ迫お知らせサービス」への登録をお願いいたします。
万一、電力需給のひっ迫が予想される場合に、
携帯電話・スマートフォンにお知らせします。登録をお願いいたします。

携帯電話〕右のQRコードまたはhtt: ma11 etsuden o'にアクセス

スマートフォン〕A叩 StoreまたはGoogleplay1こアクセスし、"節電アクション"で検索

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※A叩S如reは、米国およびその他の国々で登録されたA叩le1れC.の商標または登録商標です。
※GO0Ξle、 Google pl.yほ、 Googlelnc.の商標または登録商標です。

.節電・省エネに関する出張説明会等のご案内

地方自治体や公的な組織、民間の業界団体などが参加費無料で開催す
る節電・省エネに関する説明会に、節電・省エネの専門家を無料で派遣する
「無料講師派遣」を実施しています。

また、工場やオフィスビル等における無料の節電・省エネ診断を行う「無料
節電診断」「無料省エネ診断」も実施しています。

対象事業者・申込方法等ついては、節電・省エネ診断等に関するボータル
Shlndan indexhtm1 をご確言忍下さし、。サイト hせ WVV、人1.ecc or

この他にも、全国の小学校に節電・省エネの専門家である「省エネ家電コ
ンシェルジュ」を派遣する「省エネ出前授業」を実施しています。

申込方法等については、省エネ家電普及促進フォーラムのホームページ
houenekaden.com をご確言忍ください。h杜 VVVVVV

皿節電・電力需給に関するお問い合わせはこちら

経済産業省 03-3501-1511(代表)

北海道経済産業局 011-709-2311(内2702,2703)資源エネルギー環境課

回・・回

咽



別紙5
^而アクジ3/ご迷惑をおかけします力

今夏節電ι'一協力をお願します
今夏、電力不足が懸念さます。
政府、電力会社においては、引き続き供給力の確保に最大限の努力をして

りますが、それでもなお電力需要と供給力にはギャップが発生することが
懸念されます。
大変なご迷惑をおかけしますが、需給ギャップによる停電の発生を回避する
ため、ライフライン機能の維持等に支障が生じない範囲で、以下のとおり節
電のご協力をお願い申し上げます。

関西電力管内

Q)平日9:00~20:00
(む苗の割口~15を厭く)

数個目なしの節電

1596以上の而寄

九州力管

e)平日9:00~20:00
(ε詮の割13~15妄除く)

なしの節敷値目

.10今6以上の軍

ヌ0

日月火**日月声*ホ

四国電管内

逵)平日900 2000
しお盆の8/13~15老註く)

個目棚しの節

.フ% の節阻

中部北陸・中国電力管

q)平日9:00~20:00
(お詮のきハヌ~15毛驫く)

数個目梗なしの飾母

.5%以上の価.

土

月

東北・東京霞力管

e)平日9:00~20:00
〔む註の創他~"毛詮く)

数値目標なしの飾

日月火**窒土
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事業者のみま

0 特に、日中(13時~16時)の節電が重要です。

使用最大電力(kw)

巨

0 オフィスビルでの節電メニュー

5つの基本メニユー

務エリアの照明を半分程度閻引きする。
照明

使用していないエリア(会議室、廊下等)の消灯を徹底する。

執務室の空調を28でに設定する。( 2での場合)
空調

使用していないエリアの空調を停止する。

長時間席を離れるときは、電源を切るかスタンパイモードにする。OA機器

さらに効果の大きく恋る3つのメニユー

室内のC02 度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、
または間欠運転によって外気取入れ量を調整する。

プラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。空調

冷凍の冷水出口温度を高めに設定し、ターボ冷凍機、ヒートポ
ンプ等の動力を削減する(セントラル式空調の場合)。

. 圃

9:00

関西電力管内の那業所Aの
一昨年8月6日(使用最大電力
が記緑された日)
の口ードカーブ(kw)

節電をお願いしたい時間帯
(特に13:00-16:00が重要)

13:00

...

圏

補助金メニュー

0 詳しくほ、ホームページヘ。

16:00

時刻

20:00

節電効果

13%

3%

4%

2%

3%

節電効果

5%

3%

2%

他の業種の電メニュー
卸・小売店、食 0スーパー、医療関
ホテル・旅館、飲食店、学校、製造業

匡珪濁

腰'

http://setsuden,go.jp/'

.
ー
ー
ー
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ご家庭のみなさま

0 節電メニューをお知らせしております。これらのメニューを目安に、節電

のご協力をおいいたします。

エアコン

室温を28゜Cにする(+2での場合)

"すだれ"や"よしず"などで窓からの日差しを禾0らげる。

無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機を使用する。

設定温度を門金」から「中」に変え、扉を開ける時間をでき
るだけ減らし、食品を誥め込みすぎ恋いようにする。(食品
の傷みにご注意ください。)

日中は不要な照明を消す。

省エネモードに設定する。
画面の輝度を下げ、必要恋時以外は消す。

温水のオフ機能、タイマー節電機能を利用する。

上記の機能がない場合、
使わない時はコンセントからプラグを抜く。

早朝にタイマー機能で1日分まとめて炊いて、
冷蔵庫や冷凍庫に保存する。

リモコンの電源ではなく、本体の主電源を仞る。長時問使わ
ない機器はコンセントからプラグを抜く。

冷蔵庫

旦系明

テレビ

温水洗浄便座

ジャー炊飯器

待機電力

、

0 その他にも、消費電力が大きい電気製品は、特に日中(13時~16時)を避
けて使用していただくなど、ご協力をおいいたします。

E鷹ヌ、

10%

10%

50%

ア
、

トー、

2%

...

ポット

0 詳しくほ、ホームページヘ。

IHクツキン

グヒー

いずれかで
1%末満

節電.go.jp

レ'ジ

2%

2%

ホット

プレート

検索 http://setsuden,0.jp/"

V
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、
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特に電力が不足している場合のお願い

でんき予報」を参考にして頂き、黄・赤になった場合は、
一層の節電のご協力をお願いいたします。

安定Lた

需轄状況

気温の急激な上昇や、発電所のトラブル停止などにより、
需給ひっ迫が想定される場合には、計画停電回避のため
政府より、予め「電力需給ひっ迫警報」を発令し、
緊急の節電をお願いさせて頂く場合があります。

J〆

玉

非常に厳しい

需給状況
.需給ひっ迫報の発令

.TV、ラジオ、新聞、町内放送、ホームヘージ、予めご登録頂い

前日夕方たメール等により企業、家庭にお知らせ。

急激な気温の上昇や、発電所のトラブル停止による、著しい電力の不足

厳しい

口給状況

゛〆

玉 '

亦常に鰍しい

喬給状況

旻

当日朝~

需給ひっ迫警報の発令(続報)※または解除

TV、ラジオ、新聞、町内放送、ホームヘージ、予めご登録頂い
たメール等により企業、家庭に継続的にお知らせ。

(帥西位力の「でんき〒報」の例)

直目11

「緊急速報メール」で携帯電話に一斉にお知らせ。
(一定の予備率が確保された場合には配信しません。)

※状況に応じて運用の変更があり褐ます。

需給のひっ迫による計画停電等を回避

塵熱中症にご注意下さい

適切な室温管理や水分補給に留意頂く等、十分にご注意ください。
特に、ご高齢の方や体調に不安のある方はお気をつけください。

節電にご協力頂く1こ当たってのお願

醒高齢者の方々、障害をお持ちの方々、被災された地域の方々など、
それぞれのご事情のもと、無理のない範囲でご協力をお願いします

い
慨

、
眺

旻
f


